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第１章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

３ 第２節 防災の基本方針

１ 防災対策を行うにあたっては、次の事項を基本とし、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関、その他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策を

とるものとする。

特に、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）の被害を最小化する、

いわゆる「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最

重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、対策の一層の充実を図る。

（１）周到かつ十分な災害予防

オ 災害予防段階における基本方針は以下のとおりである。

（ウ）市民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施、並

びに自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進等、及び防災

ボランティアの自主性に基づく支援力の向上、県・市町村、住民、他の支援団体と連携・協働

して活動できる環境の整備

（オ）災害時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための事前の体制整

備、施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の備蓄、訓練や研修の実施等

（カ）効果的・効率的な防災対策を行うための、ＡＩ・ＩоＴ、クラウドコンピューティング技術、

ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化の促進、災害対応に必要な情報項目等の標準化

やシステムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制の整備

第２節 防災の基本方針

１ 防災対策を行うにあたっては、次の事項を基本とし、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関、その他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体となって最善の対策を

とるものとする。

特に、災害時の被害を最小化する、いわゆる「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災し

たとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、対策の一

層の充実を図る。

（１）周到かつ十分な災害予防

オ 災害予防段階における基本方針は以下のとおりである。

（ウ）市民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施、並

びに自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進等

（オ）発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための事前の体制整

備、施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の備蓄、訓練や研修の実施等

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

４ （キ）過去の災害の教訓を踏まえ、全ての市民が災害から自らの命を守り、市民一人一人が確実に

避難できるようになるための、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校等において、地

域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必要な知識を

学べる実践的な防災教育や避難訓練の実施

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策

ウ 災害時応急段階における基本方針は以下のとおりである。

（ア）災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導及び災害未然防止活動

（イ）災害が発生するおそれがある場合の災害の危険性の早期予測、発災直後の被害規模の早期把握、

災害情報の迅速な収集及び伝達、通信手段の確保、災害応急対策を総合的、効果的に行うための

関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域応援体制の確立

（ク）新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底、避

難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入

れた防災対策の推進

（ケ）防犯活動等による社会秩序の維持、物価の安定・物資の安定供給のための施策の実施

（コ）災害発生中にその拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動、被災者の生活確保や地

域の産業活動の維持に資するライフライン、交通施設等の施設・設備の応急復旧、二次災害の防

止

（サ）二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難、応急対策の実施

（シ）ボランティア、義援物資・義援金の適切な受入れ

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策

ウ 災害時応急段階における基本方針は以下のとおりである。

（ア）災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導及び災害未然防止活動

（イ）発災直後の被害規模の早期把握、災害情報の迅速な収集及び伝達、通信手段の確保、災害応急

対策を総合的、効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域応援体

制の確立

（ク）防犯活動等による社会秩序の維持、物価の安定・物資の安定供給のための施策の実施

（ケ）災害発生中にその拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動、被災者の生活確保や地

域の産業活動の維持に資するライフライン、交通施設等の施設・設備の応急復旧、二次災害の防

止

（コ）二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難、応急対策の実施

（サ）ボランティア、義援物資・義援金の適切な受入れ

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５ ２ 市、県、防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、必要な

措置を講じるものとする。

（１）高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦など災害対応能力

の弱い者（以下「要配慮者」という。）を含めた多くの住民の地域防災活動への参画

（２）地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、

防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むなど、防災に関する政策・方針決定過程及

び防災の現場における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視

点を取り入れた防災体制を確立

２ 市、県、防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、必要な

措置を講じるものとする。

（１）高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦など災害対応能力

の弱い者（以下「要配慮者」という。）を含めた多くの住民の地域防災活動への参画

（２）地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、

防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢

者、障がい者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第１章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

１１ 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱

７ 指定地方公共機関

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

（社福）長野県社会福祉協議会
（1）災害ボランティアに関すること

（2）災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）に関すること

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱

７ 指定地方公共機関

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

（社福）長野県社会福祉協議会
（1）災害ボランティアに関すること

（2）災害派遣福祉チームに関すること

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

１４ 第４節 防災面からみた上田市の概要

第２ 社会的条件

１ 人口

国勢調査によると、上田市の人口は平成12年までは増加傾向にあったが、平成17年には減少に転じ、
令和2年では154,055人となっている。また、世帯数は増加傾向となり、令和2年では、平成7年から約
6.5千世帯増加し、62,296世帯となっている。本市においても全国的な傾向と同様に人口が減少し、世
帯数が増加するという核家族化が顕著である。また、平均寿命の伸長と出生率の低下に伴い、人口構

造の高齢化が進行しており、老齢人口の占める割合が高くなっている。

人口及び世帯数の推移（資料：国勢調査）

２ 産 業

平成7年から平成27年の国勢調査によると、産業別の就業者数割合は、第一次産業が9.1％（平成7
年）から5.1％（平成27年）、第二次産業が同じく40.4％から32.7％、第三次産業が同じく50.4％から
58.4％へと増減を見せている。
上田市の第一次産業は、少雨多照な気象条件を活かし、比較的標高の低い平坦地では、水稲、果樹、

花きなどが、準高冷地では野菜や花き、高冷地では野菜を主力とした生産が行われている。

第二次産業は、蚕糸業で培われた技術的基盤が機械金属工業に受け継がれ、現在では輸送関連機器

や精密電気機器などを中心とする製造業が地域経済の中心となっている。上田地域、丸子地域には高

度な技術を有する企業の集積が見られる。製造品出荷額は、5,266億円（平成29年）と長野県全体の
8.5％を占めており、県内屈指の工業地域となっている。

第４節 防災面からみた上田市の概要

第２ 社会的条件

１ 人口

国勢調査によると、上田市の人口は平成12年までは増加傾向にあったが、平成17年には減少に転じ、
平成27年では156,827人となっている。また、世帯数は増加傾向となり、平成27年では、平成2年から
約1.2万世帯増加し、62,696世帯となっている。本市においても全国的な傾向と同様に人口が減少し、
世帯数が増加するという核家族化が顕著である。また、平均寿命の伸長と出生率の低下に伴い、人口

構造の高齢化が進行しており、老齢人口の占める割合が高くなっている。

人口及び世帯数の推移（資料：国勢調査）

２ 産 業

平成2年から平成22年の国勢調査によると、旧４市町村を合計した産業別の就業者数割合は、第一
次産業が9.7％（平成2年）から6.2％（平成22年）、第二次産業が同じく43.3％から33.4％、第三次産
業が同じく46.9％から59.0％へと増減を見せている。
上田市の第一次産業は、少雨多照な気象条件を活かし、比較的標高の低い平坦地では、水稲、果樹、

花きなどが、準高冷地では野菜や花き、高冷地では野菜を主力とした生産が行われている。

第二次産業は、蚕糸業で培われた技術的基盤が機械金属工業に受け継がれ、現在では輸送関連機器

や精密電気機器などを中心とする製造業が地域経済の中心となっている。上田地域、丸子地域には高

度な技術を有する企業の集積が見られる。製造品出荷額は、4,289億円（平成24年）と長野県全体の
8.4％を占めており、県内屈指の工業地域となっている。

令和 2年国勢調査

結果報告書（人口等

基本集計結果）を踏

まえた修正
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第１章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

１５ 産業大分類別15歳以上就業者数の推移
各年10月１日現在

第三次産業は、東信地域の中核的な商都を形成しており、年間商品販売額は4,139億円（平成26年）
となっている。

観光地としては、真田地域では、菅平高原や角間温泉、真田氏ゆかりの地に年間約23.5万人が、上
田地域では、信濃国分寺、塩田平、別所温泉、上田城等に年間約138万人が訪れている。また、丸子
地域では、丸子温泉や信州国際音楽村等に年間約10.9万人、武石地域では、美ケ原高原等に年間約22.2
万人が訪れている。（令和2年 長野県観光地利用者統計）

産業大分類別15歳以上就業者数の推移
各年10月１日現在

第三次産業は、東信地域の中核的な商都を形成しており、年間商品販売額は3,596億円（平成24年）
となっている。

観光地としては、真田地域では、菅平高原や角間温泉、真田氏ゆかりの地に年間約112万人が、上
田地域では、信濃国分寺、塩田平、別所温泉、上田城等に年間約269万人が訪れている。また、丸子
地域では、丸子温泉や信州国際音楽村等に年間約48万人、武石地域では、美ケ原高原等に年間約31万
人が訪れている。

平成 27年国勢調査

結果報告書等の統

計資料を踏まえた

修正
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

２０ 第１節 風水害に強いまちづくり

第３ 計画の内容

１ 風水害に強い市土づくり

（５）老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める

ものとする。

（６）大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、大規模氾濫減災協議会な

ど既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制の構築に努めるとともに、

他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を

定めるよう努めるものとする。

第１節 風水害に強いまちづくり

第３ 計画の内容

１ 風水害に強い市土づくり

（５）老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努める

ものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

２１ ２ 風水害に強いまちづくり

（１）風水害に強いまちの形成

ア 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏まえ、豪雨、洪

水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するものとする。また、前述の評価を踏まえ、

防災・減災目標を設定するよう努めるものとする。

イ 土砂災害のおそれがある土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、市地域防災計画に

おいて利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地を定めるものとする。名

称及び所在地を定めた施設については、市域防災計画において、当該施設の所有者又は管理者に対

する土砂災害に関する情報等の伝達について定めるものとする。

ウ 土砂災害警戒区域の指定があったときは、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、

救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、情報伝達方法、避難に関す

る事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民に周知す

るよう努める。また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域について

も、土砂災害警戒区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講じるよう努めるものとする。

エ 洪水、がけ崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため災害危険区域

や土砂災害警戒区域等の指定について、検討を行い、必要な措置を講じるものとする。なお、災害

危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転

の促進や住宅の建築禁止のみならず、市町村が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避

難上有効な高さを有する屋上の設置など，様々な建築の制限を幅広く検討するものとする。

オ 立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスク

を十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対策・

安全確保対策を定める防災指針を位置付けるものとする。

カ 特定都市河川の河川管理者、特定都市河川流域に係る市町村及び特定都市下水道の下水道管理者

は、特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るため、共同して、流域水害対策計画を策定す

るものとする。その際、「流域水害対策協議会」等を組織し、流域水害対策計画の作成及び変更に関

する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うものとする。

キ 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るとともに、対応する災害

に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保に努めるものとする。

ク 道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を

図るものとする。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害

時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとと

もに、無電柱化の促進を図るものとする。

ケ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強いまちを形成す

るものとする。

（ア）溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、洪水、土砂災害等

に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転等

も促進する等、風水害に強い土地利用の推進

２ 風水害に強いまちづくり

（１）風水害に強いまちの形成

ア 市は、土砂災害警戒区域の指定について、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、

救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、情報伝達方法、避難に関す

る事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民に周知す

るよう努める。

イ 洪水、がけ崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため災害危険区域

や土砂災害警戒区域等の指定について、検討を行い、必要な措置を講じるものとする。

ウ 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るものとする。

エ 道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を

図るものとする。

オ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強いまちを形成す

るものとする。

（ア）溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都市的土地利用を誘導しな

いものとする等、風水害に強い土地利用の推進

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

２２ （オ）浸水想定区域の指定のあったときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域

ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、又は雨水出水に係る避

難訓練に関する事項その他洪水時、又は雨水出水時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な事項について定める。

（コ）洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報提供、助言等

を受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害リスク情報としての住民、滞在者その他の者へ周

知する。

（サ）土石災害のおそれのある箇所等における砂防設備、地すべり防止施設急傾斜地崩壊防止施設の整備

等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木

流出防止対策を含め、総合的な土砂災害防止対策の推進

特に土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川においては、土砂・流木捕捉効果の高い透過型

砂防堰堤等の整備を推進するとともに、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が高い河川において、砂

防堰堤、遊砂地等の整備を推進

（オ）洪水浸水想定区域、又は雨水出水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定のあったと

きは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、

避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、又は雨水出水に係る避難訓練に関する事項その他洪水時、

又は雨水出水時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項に

ついて定める。

（コ）洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報提供、助言等を

受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害リスク情報としての住民、滞在者その他の者へ周知

する。

（サ）土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防設備、地すべり防止

施設急傾斜地崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセ

ンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含め、総合的な土砂災害防止対策の推進

特に土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川においては、土砂・流木捕捉効果の高い透過型

砂防堰堤等の整備を推進するとともに、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が高い河川において、砂

防堰堤、遊砂地等の整備を推進

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

２３ （タ）災害時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のような複数の施設を有機的

に連携させる方式の推進

（２）風水害に対する建築物等の安全性

ウ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るものとする。

（３）ライフライン施設等の機能の確保

イ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与え

るとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・

石油ガス、通信サービス、廃棄物処理施設等のライフライン施設の風水害に対する安全性の確保を

図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。

（４）災害応急対策等への備え

ア 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の向上、人的ネットワークの構築を図るも

のとする。

（タ）災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のような複数の施設を有

機的に連携させる方式の推進

（２）風水害に対する建築物等の安全性

ウ 強風による落下物の防止対策を図るものとする。

（３）ライフライン施設等の機能の確保

イ ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与え

るとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道、工業用水道、電気、ガス、石油・

石油ガス、通信サービス等のライフライン施設や廃棄物処理施設の風水害に対する安全性の確保を

図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。

（４）災害応急対策等への備え

ア 次章以降に掲げる、風水害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行

うための備えを平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の向上、人的ネットワーク

の構築を図るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

２４ オ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速か

つ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、災害時の連絡先、要請手続等の

確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。

ク 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。

ケ 平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとする。

オ 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速か

つ効果的な応急対策等が行えるように努めるものとする。

また、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の

確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。

ク 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

２５ 第２節 災害発生直前対策

第３ 計画の内容

２ 避難誘導体制の整備

（１）風水害により、住民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避

難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておくものとする。

（２）市は、避難路、避難場所をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとす

る。

（３）市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共

団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以

下「広域避難者」という。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災

害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものとする。また、市は、指

定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供する

ことについて定めるなど、広域避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定してお

くよう努めるものとする。

（４）市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるも

のとする。

（５）土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報等を用いて設定すると

ともに、必要に応じ見直すよう努める。第11節「避難収容活動計画」参照。
（６）市は、避難情報の発令区域・タイミング、避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避難

体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等によ

る河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。

第２節 災害発生直前対策

第３ 計画の内容

２ 避難誘導体制の整備

（１）風水害により、住民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避

難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておくものとする。

（２）市は、避難路、避難場所をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとす

る。

（３）市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるも

のとする。

（４）土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報等を用いて設定すると

ともに、必要に応じ見直すよう努める。第11節「避難収容活動計画」参照。
（５）市は、避難勧告等の発令区域・タイミング、避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避

難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等に

よる河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

２６ （７）市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、避難場所を近隣市町村

に設けるものとする。

（８）市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道につい

ては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難情報の発

令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、

施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により

具体的な避難情報の発令基準を策定することとする。また、安全な場所にいる人まで指定緊急避

難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから、災害リスクのあ

る区域に絞って避難情報の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるも

のとする。

（９）市は、土砂災害等に対する住民の警戒避難体制として、大雨注意報、警報、土砂災害警戒情報

等の防災気象情報を基に避難情報を適切に発令するとともに、住民に速やかに周知するものとす

る。

（６）市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、避難場所を近隣市町村

に設けるものとする。

（７）市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道につい

ては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の

発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、

施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により

具体的な避難勧告等の発令基準を策定することとする。また、避難勧告等の発令対象区域につい

ては、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避

難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりするので

はなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじ

め具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

２９ 第４節 活動体制計画

第１ 基本方針

風水害発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の整備が重

要となる。

このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等、災害時における活動体制の整備を

図るものとする。

第２ 主な取組み

１ 職員による配備活動体制の整備、災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マニュア

ル等の整備を推進する。

第４節 活動体制計画

第１ 基本方針

風水害発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の整備が重

要となる。

このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等発災時における活動体制の整備を図

るものとする。

第２ 主な取組み

１ 職員による配備活動体制の整備、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動マニ

ュアル等の整備を推進する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

２９ 第３ 計画の内容

１ 職員の参集・活動体制

（１）災害時、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体

制の確立を行う。

（３）災害時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急対策活動マニュアル等の整備推進及びマニュ

アルに基づく訓練の実施を図るものとする。

（４）応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の

充実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水害においては気象防災アドバイザー等）

の知見の活用等により人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用

できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。

第３ 計画の内容

１ 職員の参集・活動体制

（１）発災後、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体

制の確立を行う。

（３）災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急対策活動マニュアル等の整備推進及びマ

ニュアルに基づく訓練の実施を図るものとする。

（４）応急対策全般への対応力を高めるため、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等

の意見・支援を活用できるような仕組みの構築に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

３０ ５ 業務継続性の確保

災害時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人

員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図

る。

（１）災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や

資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要

があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものとする。

５ 業務継続性の確保

災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要とな

る人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を

図る。

（１）業務継続計画を策定し、業務継続性の確保を図るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

３１ 第５節 広域相互応援計画

第１ 基本方針

災害時において、その規模及び被害の状況から、被災地方公共団体及び被災公共機関等単独では

十分な応急・復旧活動を実施することが困難となった場合に備え、地方公共団体相互、消防機関相

互及び公共機関相互等において、応援協定を締結し、平常時から連携の強化を図るとともに、災害

時は、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする。

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意する。

第３ 計画の内容

１ 防災関係機関相互の連携体制整備

（３）国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を

行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受

援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。その際、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。

（５）訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の

習熟，災害時における円滑な活用の促進に努めるものとする。

第５節 広域相互応援計画

第１ 基本方針

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災地方公共団体及び被災公共機関等単独

では十分な応急・復旧活動を実施することが困難となった場合に備え、地方公共団体相互、消防機

関相互及び公共機関相互等において、応援協定を締結し、平常時から連携の強化を図るとともに、

災害時は、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする。

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意する。

第３ 計画の内容

１ 防災関係機関相互の連携体制整備

（３）国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を

行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受

援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。

（５）訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援職員の受け入れについて、

活用方法の習熟，発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

３８ 第７節 消防・水防活動計画

第３ 計画の内容

２ 水防計画

（13）（10）～（12）に該当する施設の洪水予報等の伝達体制の整備
（14）要配慮者利用施設に係る避難計画や避難訓練に対する、助言・勧告

なお、指定水防管理団体においては、上記に加えて次の事項を実施する。

（15）水防機関の整備
（16）水防計画の策定
（17）水防協議会の設置
（18）水防訓練の実施（年1回以上）

ア 水防技能の習熟

イ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化及び沿川住民の水防思想の普及啓発

ウ 災害時の避難誘導計画に基づく避難誘導訓練

（19）河川管理者の協力が必要な事項

第７節 消防・水防活動計画

第３ 計画の内容

２ 水防計画

（13）（10）～（12）に該当する施設の洪水予報等の伝達体制の整備

なお、指定水防管理団体においては、上記に加えて次の事項を実施する。

（14）水防機関の整備
（15）水防計画の策定
（16）水防協議会の設置
（17）水防訓練の実施（年1回以上）

ア 水防技能の習熟

イ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化及び沿川住民の水防思想の普及啓発

ウ 発災時の避難誘導計画に基づく避難誘導訓練

（18）河川管理者の協力が必要な事項

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

３９ （20）河川に関する情報の提供
（19）アに関し、河川管理者は、水防管理団体への河川に関する情報の伝達方法を定めるものと
する。

（21）水防計画の策定にあたっては、洪水・雨水出水の発生時における水防活動その他の危険を伴う
水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮する。

（19）河川に関する情報の提供
（18）アに関し、河川管理者は、水防管理団体への河川に関する情報の伝達方法を定めるものと
する。

（20）水防計画の策定にあたっては、洪水・雨水出水の発生時における水防活動その他の危険を伴う
水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

４１ 第８節 要配慮者支援計画

第１ 基本方針

近年の都市化、高齢化、国際化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護

機能の低下等に伴い、災害時には要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。このため、市、

県、社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力

を得ながら災害から要配慮者（とりわけ自ら避難することが困難であり避難の確保を図るために特

に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）を守るための防災対策の一層の充実を図る

ものとする。

また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設が、土砂災害や浸水被害により被災し、

多数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地域内に立地する要

配慮者利用施設については、避難誘導等について重点的に対策を講じる必要がある。

第２ 主な取組み

５ 外国籍市民や外国人旅行者等の観光客が、災害時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、指定緊急

避難場所、指定避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化などの防災環境づくりに努める。

第３ 計画の内容

１ 要配慮者支援計画の作成

（１）避難行動要支援者に関する計画の作成

市は、地域における災害特性を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な

考えを整理し、全体計画の作成に努めるものとする。また、地域防災計画において、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画に基づき避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行う

ための措置について定めるものとする。

（２）避難行動要支援者の把握と名簿の作成

ア 市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局との連携の下、平

常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成する。ま

た、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援

を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に

努めるものとする。居宅で人工呼吸器等を日常的に用い、長時間（概ね４時間以上）の停電が

生命維持にかかわる児・者については、平時から非常用電源の確保、災害時の安否確認の体制

整備、医療機関等との連携体制の整備に努めるものとする。

なお、従前から整備してきた災害時要援護者台帳については、避難行動要支援者名簿とみな

すものとする。

第８節 要配慮者支援計画

第１ 基本方針

近年の都市化、高齢化、国際化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護

機能の低下等に伴い、災害発生時には要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。このため、

市、県、社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の

協力を得ながら災害から要配慮者（とりわけ自ら避難することが困難であり避難の確保を図るため

に特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）を守るための防災対策の一層の充実を

図るものとする。

また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設が、土砂災害や浸水被害により被災し、

多数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地域内に立地する要

配慮者利用施設については、避難誘導等について重点的に対策を講じる必要がある。

第２ 主な取組み

５ 外国籍市民や外国人旅行者等の観光客が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、指定

緊急避難場所、指定避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化などの防災環境づくりに努める。

第３ 計画の内容

１ 要配慮者支援計画の作成

（１）避難行動要支援者に関する計画の作成

市は、地域における災害特性を踏まえつつ、避難行動要支援者の避難支援についての全体的な

考えを整理し、全体計画の作成に努めるものとする。また地域防災計画において、避難行動要支

援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。

（２）避難行動要支援者の把握と名簿の作成

ア 市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時より避難

行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成する。また、避難行動

要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする

事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努めるものと

する。居宅で人工呼吸器等を日常的に用い、長時間（概ね４時間以上）の停電が生命維持にか

かわる児・者については、平時から非常用電源の確保、災害時の安否確認の体制整備、医療機

関等との連携体制の整備に努めるものとする。

なお、従前から整備してきた災害時要援護者台帳については、避難行動要支援者名簿とみな

すものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

４２ （３）個別避難計画作成の努力義務

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉

専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情

報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものと

する。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直し

や更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新すると

ともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避

難計画情報の適切な管理に努めるものとする。なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域

の危険度の想定や要配慮者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるも

のとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

４２ （４）避難行動要支援者名簿の提供

市は、地域防災計画に定めるところにより、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人

の同意を得ることにより、または、条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供

するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者の円滑な避難に配慮した情報伝

達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置をとるものとする。

（５）避難支援等関係者の安全確保

市は、避難支援等関係者等が避難行動要支援者の避難支援等を行うにあたり、地域の実情や災

害の状況に応じて可能な範囲で行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する。

（６）要配慮者支援計画の作成

市は、地域における災害特性を踏まえつつ、避難行動要支援者以外の要配慮者についても、避

難支援についての計画の作成に努めるものとする。

（７）避難行動要支援者の移送計画

市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送する

ため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努め

るものとする。

（３）避難行動要支援者名簿の提供

市は、あらかじめ避難支援等の実施に必要な範囲で避難支援等関係者となる者に対し、避難行

動要支援者本人の同意を得ることにより、または、条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支

援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者の円滑な避難に

配慮した情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るも

のとする。

（４）避難支援等関係者の安全確保

市は、避難支援等関係者等が避難行動要支援者の避難支援等を行うにあたり、地域の実情や災

害の状況に応じて可能な範囲で行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する。

（５）要配慮者支援計画の作成

市は、地域における災害特性を踏まえつつ、避難行動要支援者以外の要配慮者についても、避

難支援についての計画の作成に努めるものとする。

（６）避難行動要支援者の移送計画

市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送する

ため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努め

るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

４３ （８）個別避難計画の事前提供

市は、市地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及

び避難支援等実施者の同意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別

避難計画を提供するものとする。また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対す

る情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとす

る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。

（９）避難行動要支援者への配慮

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ

迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者

間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。

（10）地区防災計画との調整
市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防

災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用

が図られるよう努めるものとする。

２ 在宅者対策

（１）指定避難所の整備

市及び県は、災害時において避難場所となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、スロ

ープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多言語化等要配慮者に配慮した施設

整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。

（３）応援体制及び受援体制の整備

市及び県は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な

職員（社会福祉主事、保健師、看護師、介護職員、通訳者、手話通訳者等）、車両（移動入浴車、小

型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる

体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める。

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的

に応援を受けられる体制の整備に努める。

（４）避難所における要配慮者支援体制の整備

県及び市町村は、災害時において高齢者、障がい者等の要配慮者を支援するため、避難所において、

福祉的支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣に備え、保健医療関係者との連携、活動内

容についての周知、チーム員の研修を実施するなど体制を整備するものとする。

２ 在宅者対策

（１）指定避難所の整備

市及び県は、災害発生時において避難場所となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、

スロープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多言語化等要配慮者に配慮した

施設整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。

（３）応援体制及び受援体制の整備

市及び県は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な

職員（社会福祉主事、保健師、看護師、介護職員、通訳者、手話通訳者等）、車両（移動入浴車、小

型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができる

体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める。

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効

果的に応援を受けられる体制の整備に努める。

（４）避難所における要配慮者支援体制の整備

県及び市町村は、災害発生時において高齢者、障がい者等の要配慮者を支援するため、避難所にお

いて、福祉的支援を行う災害派遣福祉チームの派遣に備え、保健医療関係者との連携、活動内容につ

いての周知、チーム員の研修を実施するなど体制を整備するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

４４ （７）避難行動要支援者以外の要配慮者名簿の整備

市は必要に応じて、災害の発生に備え、避難行動要支援者以外の要配慮者についても名簿を整備し、

災害時に効果的に利用することで、要配慮者に対する援護が適切に行われるように努めるものとする。

３ 要配慮者利用施設対策

（４）応援体制及び受援体制の整備

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等において災害が発生

し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両（移動入浴車、

小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができ

る体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導する。

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的

に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計画

等に関する協定及び県内や近隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用者

の受入に関する協定を締結するよう働きかける。

（７）避難行動要支援者以外の要配慮者名簿の整備

市は必要に応じて、災害の発生に備え、避難行動要支援者以外の要配慮者についても名簿を整備し、

災害発生時に効果的に利用することで、要配慮者に対する援護が適切に行われるように努めるものと

する。

３ 要配慮者利用施設対策

（４）応援体制及び受援体制の整備

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等において災害が発生

し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両（移動入浴車、

小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応ができ

る体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導する。

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効

果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援

計画等に関する協定及び県内や近隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利

用者の受入に関する協定を締結するよう働きかける。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

４５ （７）要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について定期的に確認するよう

努めるものとする。また、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。

（８）要配慮者利用施設が実施する対策

エ 応援体制及び受援体制の整備

要配慮者利用施設においては、市及び県の指導の下に、他の要配慮者利用施設において災害が

発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両（移動入

浴車、小型リフト付車等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応

ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める。

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果

的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、自治会等の自治組織との間で避難支援計画

等に関する協定を及び県内や隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用

者の受入に関する協定を締結するよう努める。

また、一般の指定避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所の設置・

運営について、市から要請があった場合、積極的に協力する。

（７）要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について定期的に確認するよう

努めるものとする。

（８）要配慮者利用施設が実施する対策

エ 応援体制及び受援体制の整備

要配慮者利用施設においては、市及び県の指導の下に、他の要配慮者利用施設において災害が

発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両（移動入

浴車、小型リフト付車等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応援出動等の対応

ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努める。

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ

効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、自治会等の自治組織との間で避難支援

計画等に関する協定を及び県内や隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設

利用者の受入に関する協定を締結するよう努める。

また、一般の指定避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所の設置・

運営について、市から要請があった場合、積極的に協力する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

４６ ク 医療機関においては、市、県及び関係機関の指導の下に、他の医療機関において災害が発生し、

応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員、車両、資器材等、速やかに応援出動等の対応ができ

る体制を整備するとともに、必要な物資、資器材等の確保に努めるものとする。

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的

に応援を受けられる体制の整備に努めるものとする。

４ 外国籍市民、外国人旅行者等、観光客対策

（４）応援体制及び受援体制の整備

市は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、通訳者の派遣等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的

に応援を受けられる体制の整備に努める。

ク 医療機関においては、市、県及び関係機関の指導の下に、他の医療機関において災害が発生し、

応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員、車両、資器材等、速やかに応援出動等の対応ができ

る体制を整備するとともに、必要な物資、資器材等の確保に努めるものとする。

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効

果的に応援を受けられる体制の整備に努めるものとする。

４ 外国籍市民、外国人旅行者等、観光客対策

（４）応援体制及び受援体制の整備

市は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、通訳者の派遣等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効

果的に応援を受けられる体制の整備に努める。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

４８ 第９節 緊急輸送計画

第２ 主な取組み

４ 緊急通行車両の事前確認を行い、災害時の迅速な運用に備える。

第３ 計画の内容

３ 輸送体制の整備計画

（１）管内の輸送事業者と連絡を密にし、災害時の協力体制を確保しておくものとする。

第９節 緊急輸送計画

第２ 主な取組み

４ 緊急通行車両の事前確認を行い、発災時の迅速な運用に備える。

第３ 計画の内容

３ 輸送体制の整備計画

（１）管内の輸送事業者と連絡を密にし、発災時の協力体制を確保しておくものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

５１ 第１１節 避難収容活動計画

第３ 計画の内容

１ 避難計画の策定等

（１）避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動を原則と

するものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危

険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は

「屋内安全確保」を行うべきことについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

（２）市は、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を定める場合、河川管理者及び水防管理者等と協

力し計画を策定するよう努めるものとする。

（３）県及び市は、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路などの避難計画を策定する場合は協力

して行うものとする。

（４）浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内等の要配慮者利用施設に対して、

警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導するものとする。

（５）県及び市は、地域住民の声掛けにより、避難情報が共有され、避難行動が促されるよう「率先

安全避難者」制度の運用を検討する。

また、河川の水位・監視カメラ映像のリアルタイム配信など、身近に迫る危険な情報を多様な

伝達手段を用いて住民に伝達するよう努めるものとする。

第１１節 避難収容活動計画

第３ 計画の内容

１ 避難計画の策定等

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５２ （６）地域振興局及び市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、

保健所との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか

確認を行うよう努めるものとする。

（７）自宅療養者等の避難の確保を図るため、市は、突発災害時等にも自宅療養者等がすぐに避難で

きるよう、自宅療養者等の避難先の確保に努めるものとする。

（８）避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

（９）避難計画の作成

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓練の実施等避

難体制の確立に努めるものとする。

また、躊躇なく避難情報を発令できるよう、平常時から災害時における優先する業務を絞り込

むとともに、当該が要務を遂行するための役割を分担するなど全庁を挙げた体制の構築に努める

ものとする。

ア 避難情報の具体的な基準及び伝達方法

イ 避難情報を伝達する判断基準及び伝達方法

（避難情報については第３章第12節を参照）

ク 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項

（イ）災害時における広報

ａ 広報車による周知

ｂ 避難誘導員による現地広報

ｃ 住民組織を通じた広報

なお、市は、避難情報を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、

連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場所等やむを得ない

ときは、屋内での待機等安全措置を講ずべきことにも留意するものとする。

（１）避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

（２）避難計画の作成

次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、自主防災組織の育成、防災訓練の実施等避

難体制の確立に努めるものとする。

また、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先する業務を絞り

込むとともに、当該が要務を遂行するための役割を分担するなど全庁を挙げた体制の構築に努め

るものとする。

ア 避難勧告、避難指示（緊急）の具体的な基準及び伝達方法

イ 避難準備・高齢者等避難開始を伝達する判断基準及び伝達方法

（避難勧告、避難指示(緊急)、避難準備・高齢者等避難開始については第３章第12節を参照）

ク 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項

（イ）災害時における広報

ａ 広報車による周知

ｂ 避難誘導員による現地広報

ｃ 住民組織を通じた広報

なお市は、避難勧告又は指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよ

う、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくなど、必要な準備を整えておくものとする。

また避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場所等やむを得ないと

きは、屋内での待機等安全措置を講ずべきことにも留意するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

５３ （10）避難行動要支援者対策
（11）帰宅困難者等対策
（12）住民が実施する計画
（13）県及び市町村は地域住民の声掛けにより、避難情報が共有され、避難行動が促されるよう「率

先安全避難者」制度の運用を検討する。また、河川の水位・監視カメラ映像のリアルタイム配信

など、身近に迫る危険な情報を多様な伝達手段を用いて住民に伝達するよう努めるものとする。

（３）避難行動要支援者対策

（４）帰宅困難者等対策

（５）住民が実施する計画

（６）県及び市町村は地域住民の声掛けにより、避難情報が共有され、避難行動が促されるよう「率

先安全避難者」制度の運用を検討する。また、河川の水位・監視カメラ映像のリアルタイム配信

など、身近に迫る危険な情報を多様な伝達手段を用いて住民に伝達するよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

５４ ２ 避難場所等の確保

（４）市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性や過去の訓練、想定され

る災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で

災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活

を送るために必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、指

定避難所の場所、収容人数等について、平常時から住民への周知徹底を図るものとする。

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、地域防災計画に掲載するものとす

る。

２ 避難場所等の確保

（４）市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性や過去の訓練、想定され

る災害等を踏まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確

保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、

規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図るものとする。

なお、指定した指定緊急避難場所、指定避難所については、地域防災計画に掲載するものとす

る。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５５ （６）指定緊急避難場所については、洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模な火事、内

水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河川その他の公共の水域に

当該雨水を排水できないことによる浸水）、噴火に伴う火山現象の各現象に対応するため、災害に

対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及

ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害時に迅速に指定緊急避難場所の開放を行うこと

が可能な管理体制を有するものを指定する。

３ 避難所の確保

（１）指定避難所については、避難者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、速やかに避難者を

受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少

なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする。

（２）指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者のため、必要に

応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努めるものとする。

（３）福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用

を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支

援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されるものを指定するものとする。

（４）指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難場所と指定避難所が

相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等へ周知徹底するよう努めるものとする。

（５）市は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要

に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示す

るものとする。

（６）指定緊急避難場所については、洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模な火事、内

水氾濫（一時的に大量の降雨が生じた場合に下水道等の排水施設又は河川その他の公共の水域に

当該雨水を排水できないことによる浸水）、噴火に伴う火山現象の各現象に対応するため、災害に

対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及

ぼすおそれのあるものがない場所であって、災害発生時に迅速に指定緊急避難場所の開放を行う

ことが可能な管理体制を有するものを指定する。

３ 避難所の確保

（１）指定避難所については、被災者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等

を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的

少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとする。なお、主とし

て要配慮者を滞留させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための

措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることが

できる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるも

のを指定するものとする。また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５６ （６）市は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避

難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよ

う努めるものとする。

（７）市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配慮するものとす

る。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを確認の上、指定避難所となる施設の

利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。

（８）市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を有する場合

も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、指定避難所の相互提供等について協

議しておくものとする。

（９）指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照

明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。

なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努め

るものとする。

（２）市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配慮するものとす

る。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを確認の上、指定避難所となる施設の

利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。

（３）市が全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を有する場合

も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、指定避難所の相互提供等について協

議しておくものとする。

（４）指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照

明、冷暖房等の施設の整備に努めるものとする。

なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努め

るものとする。

また、避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、

感染症患者が発生した場合の対応やホテルや旅館等の活用等、平常時から防災担当部局と保健福祉担

当部局が連携し、検討するよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

５６ （10）避難所の感染症対策については、第３章第１７節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時
から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染者患者が発生した場合の対応

を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、

可能な限り多くの避難所の開設に努めるものとする。

（11）指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等
の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも

配慮する。

（12）テレビ、携帯ラジオ等避難者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るものとする。また、
要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする。

（13）指定された指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、携帯トイレ、
簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド（以下「段ボー

ルベッド等」という。）、パーティション、炊きだし用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、灯油、エルピー

ガスなどの常設に努めるものとする。なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも

配慮するものとする。

（14）避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等による避難行動要
支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。

なお、災害時に指定避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配慮者に配

慮した施設整備を行うとともに、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。

（15）医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害時における避難行動要支援者の緊急受け入
れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。

（５）指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛

星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、

要配慮者にも配慮する。

（６）テレビ、携帯ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るものとする。また、

要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする。

（７）指定された指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、非常用電源、

常備薬、マスク、消毒液、炊きだし用具、毛布等避難生活に必要な物資の備蓄に努めるものとする。

また、灯油、エルピーガスなどの常設に努めるものとする。

（８）避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等による避難行動要

支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。

また、指定避難所内の一般スペースでは生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、必要に応じて

福祉避難所を指定するよう努めるものとする。

なお、災害発生時に指定避難所となる公共施設については、段差解消やスロープの設置等要配慮者

に配慮した施設整備を行うとともに、必要な物資等の備蓄に努めるものとする。

（９）医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動要支援者の緊急受

け入れ等について、支援協力体制の確立に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５７ （16）公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地域においても、
その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよう協力を求めていく。

（17）「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避難所TKBスタンダード等
を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の整備に努めるものとする。

（18）マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努める
ものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるよう

に配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対

処法に関する普及啓発に努めるものとする。

（19）指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保や通信設備の整備
等に努めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。

（20）指定避難所については、他の市町村からの避難者を受け入れることができるよう配慮するものとす
る。

（21）安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送するた
め、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努めるもの

とする。

（22）市及び指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家等と
の定期的な情報交換に努めるものとする。

（10）公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地域においても、
その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよう協力を求めていく。

（11）「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避難所TKBスタンダード等
を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の整備に努めるものとする。

（12）市が指定避難所となる施設については、あらかじめ必要な機能を整理し、備蓄場所の確保や通信設
備の整備等に努めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。

（13）指定避難所については、他の市町村からの被災住民を受け入れることができるよう配慮するものと
する。

（14）市は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送
するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努め

るものとする。

（15）市及び指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家等と
の定期的な情報交換に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

５９ ５ 学校における避難計画

（４）避難誘導（教育委員会）

イ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の事項に留意する。

（エ）登下校時、在宅時における災害時の場合にも対応できるものとする

５ 学校における避難計画

（４）避難誘導（教育委員会）

イ 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の事項に留意する。

（エ）登下校時、在宅時における災害発生時の場合にも対応できるものとする

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

６３ 第１３節 孤立防止対策

第３ 計画の内容

４ 自主防災組織の育成

（２）災害時の活動要領について、教育指導を行うものとする。

第１３節 孤立防止対策

第３ 計画の内容

４ 自主防災組織の育成

（２）災害発生時の活動要領について、教育指導を行うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

６４ 第１４節 食料品等の備蓄・調達計画

第２ 主な取組み

４ 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結

した民間事業者等の災害時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。

第１４節 食料品等の備蓄・調達計画

第２ 主な取組み

４ 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結

した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

６７ 第１６節 生活必需品の備蓄・調達計画

第１ 基本方針

災害時には、地域住民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により生活必需品に著しい不足が生

じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体制の整備を図る必

要がある。

第１６節 生活必需品の備蓄・調達計画

第１ 基本方針

災害発生時には、地域住民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により生活必需品に著しい不足

が生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体制の整備を図

る必要がある。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

６８ 第１７節 危険物施設等災害予防計画

第３ 計画の内容

１ 危険物施設災害予防計画

（１）規制及び指導の強化

イ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、災害時の安全確保について再点検を求

めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図るもの

とする。

（３）化学的な消火、防災資機材の整備促進

多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図るものとする。また、危険物施設の管理

者に対し、災害時における災害の拡大防止対策に必要な資機材の整備、備蓄の促進について指

導するものとする。

第１７節 危険物施設等災害予防計画

第３ 計画の内容

１ 危険物施設災害予防計画

（１）規制及び指導の強化

イ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、風水害発生時の安全確保について再点

検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図

るものとする。

（３）化学的な消火、防災資機材の整備促進

多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図るものとする。また、危険物施設の管理

者に対し、災害発生時における災害の拡大防止対策に必要な資機材の整備、備蓄の促進につい

て指導するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

７７ 第２３節 鉄道施設災害予防計画

第３ 計画の内容

（３）上田電鉄(株)の実施計画
カ 防火教育及び訓練

防災責任者は、災害時における被害を防止するため、必要な教育、訓練を実施する。

第２３節 鉄道施設災害予防計画

第３ 計画の内容

（３）上田電鉄(株)の実施計画
カ 防火教育及び訓練

防災責任者は、災害発生時における被害を防止するため、必要な教育、訓練を実施する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

７８ 第２４節 災害広報計画

第１ 基本方針

災害時に有効な広報活動を迅速に行うための体制作りを事前に行っておく必要がある。そのため

には、被災者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報

の提供体制の整備、協定の締結等を行っておく必要がある。

また、放送事業者・通信事業者等は、被害に関する情報・被災者の安否情報等について、情報の

収集及び伝達に係る体制の整備に努める。

第３ 計画の内容

１ 被災者及び住民等への情報の提供体制

（６）災害時における住民等からの問い合わせに適切な対応が行える体制を整備する。

２ 報道機関への情報提供及び協定

（２）災害時に放送要請が必要な事態が生じた場合に、速やかに放送要請が行えるよう放送要請の方

法についての確認を行っておくものとする。

第２４節 災害広報計画

第１ 基本方針

災害発生時に有効な広報活動を迅速に行うための体制作りを事前に行っておく必要がある。その

ためには、被災者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する

情報の提供体制の整備、協定の締結等を行っておく必要がある。

また、放送事業者・通信事業者等は、被害に関する情報・被災者の安否情報等について、情報の

収集及び伝達に係る体制の整備に努める。

第３ 計画の内容

１ 被災者及び住民等への情報の提供体制

（６）災害発生時における住民等からの問い合わせに適切な対応が行える体制を整備する。

２ 報道機関への情報提供及び協定

（２）災害発生時に放送要請が必要な事態が生じた場合に、速やかに放送要請が行えるよう放送要請

の方法についての確認を行っておくものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

８０ 第２５節 土砂災害等の災害予防計画

第３ 計画の内容

１ 地すべり対策

（３）地すべり災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難情報の発令を行えるような

具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立するものとする。

第２５節 土砂災害等の災害予防計画

第３ 計画の内容

１ 地すべり対策

（３）地すべり災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告又は避難指示（緊急）を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を

確立するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

８１ ２ 土石流対策

（３）土石流災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難情報の発令を行えるような具

体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立するものとする。

３ 急傾斜地崩壊対策

（３）がけ崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難情報の発令を行えるような

具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立するものとする。

２ 土石流対策

（３）土石流災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難準備・高齢者等避難開始、避

難勧告又は避難指示（緊急）を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確

立するものとする。

３ 急傾斜地崩壊対策

（３）がけ崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難準備・高齢者等避難開始、

避難勧告または避難指示（緊急）を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画

を確立するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

８４ 第２７節 建築物災害予防計画

第２ 主な取組み

１ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物、転倒物の防止対策を講ずる。

第３ 計画の内容

３ 文化財の風水害予防

市文化財所管部局は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施

し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。

（１）所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行うものとする。

（２）防災施設の設置促進とそれに対する助成を行うものとする。

（３）区域内の文化財の所在の把握に努めるものとする。

第２７節 建築物災害予防計画

第２ 主な取組み

１ 強風による落下物、転倒物の防止対策を講ずる。

第３ 計画の内容

３ 文化財の風水害予防

市教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施し、

防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。

（１）所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行うものとする。

（２）防災施設の設置促進とそれに対する助成を行うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

８６ 第２９節 河川施設等災害予防計画

第３ 計画の内容

２ ダム施設災害予防

菅平ダム（県企業局）、内村ダム（上田建設事務所）の管理者と連絡を密にし、放水等により災

害の発生する恐れがある場合は、迅速かつ適切な避難情報の発令を行えるよう基準及び伝達方法

等を確立する。

第２９節 河川施設等災害予防計画

第３ 計画の内容

２ ダム施設災害予防

菅平ダム（県企業局）、内村ダム（上田建設事務所）の管理者と連絡を密にし、放水等により災

害の発生する恐れがある場合は、迅速かつ適切な避難勧告等を行えるよう伝達方法を確立する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

８７ 第３０節 ため池災害予防計画

第１ 基本方針

ため池は、営農の推移とともに築造され、関係農民の努力により維持され現在に至っているが、中

には、堤体、余水吐あるいは取水施設の損朽が甚だしいものもある。洪水等によりこれらが決壊した

場合、下流の農地のみならず人家、公共施設等に甚大な被害を与え、時には人命までも奪う恐れがあ

る。雨期には市及び土地改良区等の管理団体に警告を発するとともに、緊急度の高いものから防災工

事を実施し、被害の発生を未然に防止する。

第３０節 ため池災害予防計画

第１ 基本方針

ため池は、営農の推移とともに築造され、関係農民の努力により維持され現在に至っているが、中

には、堤体、余水吐あるいは取水施設の損朽が甚だしいものもある。洪水等によりこれらが決壊した

場合、下流の農地のみならず人家、公共施設等に甚大な被害を与え、時には人命までも奪う恐れがあ

る。雨期には市及び土地改良区等の管理団体に警告を発するとともに、緊急度の高いものから補強工

事を実施し、被害の発生を未然に防止する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)



16

第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

８７ 第２ 主な取組み

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点

ため池について、優先して対策に取り組む。

１ 緊急時の迅速な避難行動につながる対策

ハザードマップの作成と公表により、地域住民にわかりやすい防災情報を提供する。

２ 施設機能の適切な維持・補強に向けた対策

防災重点農業用ため池の防災工事を推進するとともに、農業用水として利用されなくなったた

め池は所有者等の合意を得て、廃止を推進する。

３ 豪雨に対する対策

豪雨時に空き容量を確保するため、営農に影響しない範囲で、ため池の低水位管理に取り組む。

第３ 計画の内容

３ 豪雨が予想される場合には、事前に点検を実施するものとする。

４ ため池ハザードマップを作成し、住民に周知するものとする。

第２ 主な取組み

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある「防災重

点ため池」を優先して対策に取り組む。

１ 緊急時の迅速な避難行動につながる対策

ハザードマップの作成と公表により、地域住民にわかりやすい防災情報を提供する。

２ 施設機能の適切な維持・補強に向けた対策

農業用水として利用されなくなったため池は所有者等の合意を得て、廃止を推進する。また、

決壊した場合に人的被害を与えるおそれがあるため池は、豪雨対策を推進する。

第３ 計画の内容

３ 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施するものとする。

４ ため池ハザードマップを作成し、住民への周知を図るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

８９ 第３２節 二次災害の予防計画

第１ 基本方針

災害時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止することが重要であ

る。有効な二次災害防止活動を行うためには、関係機関の平常時からの体制の整備が不可欠である。

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次災害が発生する場合

もある。

また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講じてお

く必要がある。

第２ 主な取組み

３ 災害時の流木発生を予測した対策を検討する。

第３２節 二次災害の予防計画

第１ 基本方針

災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止することが重要

である。有効な二次災害防止活動を行うためには、関係機関の平常時からの体制の整備が不可欠で

ある。

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次災害が発生する場合

もある。

また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講じてお

く必要がある。

第２ 主な取組み

３ 災害発生時の流木発生を予測した対策を検討する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

９０ 第３３節 防災知識普及計画

第１ 基本方針

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関による対策が、有効に機

能するためには、住民が常日ごろから災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には、自らの安

全を守るような行動をとることができることが重要である。

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び自治会、自主防

災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験から学ぶ

ことは、困難である。

このため、市、県及び指定行政機関等は、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識

の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成

等地域の総合的な防災力の向上に努めるものとする。

第３ 計画の内容

１ 住民等に対する防災知識の普及活動

（１）住民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディア、市ホーム

ページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動を行う。

ウ 警報等や、避難情報の意味や内容

エ 警報等発表時や避難情報の発令時にとるべき行動

第３３節 防災知識普及計画

第１ 基本方針

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関による対策が、有効に機

能するためには、住民が常日ごろから災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生時には、自ら

の安全を守るような行動をとることができることが重要である。

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び自治会、自主防

災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験から学ぶ

ことは、困難である。

このため、市、県及び指定行政機関等は、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識

の高揚を図るとともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成

等地域の総合的な防災力の向上に努めるものとする。

第３ 計画の内容

１ 住民等に対する防災知識の普及活動

（１）住民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディア、市ホーム

ページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事項の啓発活動を行う。

ウ 警報等や、避難勧告・避難指示（緊急）等の意味や内容

エ 警報等発表時や避難指示（緊急），避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の発令時にとるべ

き行動

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

９２ （８）各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよ

う、気象防災アドバイザー等の水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。

（９）防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、雪崩防止週間等を通じ、

各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、二次災害防止・大規模広域避難

等に関する総合的な知識の普及に努める。

また、住民に対し，水害時のシミュレーション結果等を示しながら，「早期の立退き避難が必要

な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、

水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、保険・共済等の生活再建に向

けた事前の備え、マイ・タイムラインの作成方法等について，普及啓発を図る。

（10）住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難所、避難路等について周知徹底するとともに、
必要に応じて避難所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等

の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。

（11）住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々
な動向や各種データをわかりやすく発信するものとする。

（12）大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓
練を実施するよう努めるものとする。

（13）地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、
学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用

資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の

拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を

積極的に実施するものとする。

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及

市において管理している防災上重要施設については、その管理者等に対して災害時における行

動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に対する配慮

等防災思想の普及徹底を行うものとする。

（８）各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよ

う、水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。

（９）防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、雪崩防止週間等を通じ、

各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、雪崩災害、二次災害防止等に関する総合的

な知識の普及に努める。

また、住民に対し，水害時のシミュレーション結果等を示しながら，「早期の立退き避難が必要

な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水継続時間等に応じて、

水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策をとること、保険・共済等の生活再建に向

けた事前の備え、マイ・タイムラインの作成方法等について，普及啓発を図る。

（10）住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難所、避難路等について周知徹底するとともに、
必要に応じて避難所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等

の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。

（11）住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々
な動向や各種データをわかりやすく発信するものとする。

２ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及

市において管理している防災上重要施設については、その管理者等に対して発災時における行

動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に対する配慮

等防災思想の普及徹底を行うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

９４ 第３４節 防災訓練計画

第１ 基本方針

被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必要であるが、災害時にお

ける行動を経験から学ぶことは、困難である。

そこで、災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。

また、災害時の状況を想定した訓練は、住民に対する計画の周知、防災知識の普及、上田市地域

防災計画の検証、防災関係機関相互及び住民との協力体制の確立等の効果も期待できる。

市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び住民、企業等との協調体制

の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。

第３４節 防災訓練計画

第１ 基本方針

災害発生時に、被害を最小限にとどめるためには、災害発生時に適切な行動を行うことが必要で

あるが、災害時における行動を経験から学ぶことは、困難である。

そこで、災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。

また、発災時の状況を想定した訓練は、住民に対する計画の周知、防災知識の普及、上田市地域

防災計画の検証、防災関係機関相互及び住民との協力体制の確立等の効果も期待できる。

市、県、防災関係機関は、災害発生時における行動の確認、関係機関及び住民、企業等との協調

体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

９５ 第３ 計画の内容

２ 実践的な訓練の実施と事後評価

（１）実践的な訓練の実施

ア 市が訓練を実施する場合は、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らかにす

るとともに、要配慮者に対する配慮を訓練に取り入れる等、あらかじめ設定した訓練効果が得

られるように訓練参加者、使用する資機材等及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な

設定を行い、参加者自身の判断が求められ、災害時における行動のシミュレーションとしての

効果を持つ実践的なものとなるよう工夫する。

また、災害対策業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努

めるものとする。

イ 学校、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等、要配慮者を含めた地域住民等の

地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。

ウ 要配慮者避難個別支援計画による防災訓練を実施し、地域の支え合う力を常に発揮できるよ

う努める。

エ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するよう努めるものとする。

第３ 計画の内容

２ 実践的な訓練の実施と事後評価

（１）実践的な訓練の実施

ア 市が訓練を実施する場合は、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らかにす

るとともに、要配慮者に対する配慮を訓練に取り入れる等、あらかじめ設定した訓練効果が得

られるように訓練参加者、使用する資機材等及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な

設定を行い、参加者自身の判断が求められ、発災時における行動のシミュレーションとしての

効果を持つ実践的なものとなるよう工夫する。

また、災害対策業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努

めるものとする。

イ 学校、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等、要配慮者を含めた地域住民等の

地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。

ウ 要配慮者避難個別支援計画による防災訓練を実施し、地域の支え合う力を常に発揮できるよ

う努める。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

９８ 第３６節 自主防災組織等の育成に関する計画

第１ 基本方針

災害時に、被害の防止又は、軽減のために、住民の自主的な防災活動が自治体や防災関係機関の

活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応における役割は非常

に重要である。

地域における自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対

応等が期待される。

また、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される等、自主防災組織が

今日的な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなっている。自主防災組織の強化育成を積極的

に図っていくものとする。

第３６節 自主防災組織等の育成に関する計画

第１ 基本方針

災害発生時に、被害の防止又は、軽減のために、住民の自主的な防災活動が自治体や防災関係機

関の活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応における役割は

非常に重要である。

地域における自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対

応等が期待される。

また、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される等、自主防災組織が

今日的な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなっている。自主防災組織の強化育成を積極的

に図っていくものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

９９ 第３ 計画の内容

１ 地域住民等の自主防災組織の育成

（３）自主防災組織（隊）（自治会単位）

ア 所管業務

（イ）災害時における関係機関への連絡、協力

第３ 計画の内容

１ 地域住民等の自主防災組織の育成

（３）自主防災組織（隊）（自治会単位）

ア 所管業務

（イ）災害の発生時における関係機関への連絡、協力

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

100 ４ 各防災組織相互の協調

（２）地域の自主防災組織の活動実態を把握し、地域の課題や防災活動の活性化を図り、災害時に機

能する組織づくりを推進するものとする。

４ 各防災組織相互の協調

（２）地域の自主防災組織の活動実態を把握し、地域の課題や防災活動の活性化を図り、発災時に機

能する組織づくりを推進するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

102 第３７節 企業防災に関する計画

第３ 計画の内容

５ 企業が実施する計画

（５）豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよ

う、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施，時差出勤，

計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第３７節 企業防災に関する計画

第３ 計画の内容

５ 企業が実施する計画

（５）豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することのないよ

う、テレワークの実施，時差出勤，計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措

置を講ずるよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第２章 災害予防計画

頁 新 旧 修正理由・備考

103 第３８節 ボランティア活動の環境整備

第３ 計画の内容

２ ボランティア活動の環境整備

（１）平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、

ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、災害時のボランティアとの連携について検討する。

（２）防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時

の登録、研修や訓練の制度、災害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボラ

ンティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備

を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通

じて推進するものとする。

（３）社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤

去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害

廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、ボランティア活動の環境整備に努

めるものとする。

（４）社会福祉協議会と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティアセンター

の設置・運営における連携体制を整えるものとする。

第３８節 ボランティア活動の環境整備

第３ 計画の内容

２ 防災ボランティア活動の環境整備

平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、Ｎ

ＰＯ・ボランティア等と協力して、発災時のボランティアとの連携について検討する。

行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時におけるボラ

ンティア活動の受入れや調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被

災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練

を通じて推進するものとする。

社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去

等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄

物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、ボランティア活動の環境整備に努めるも

のとする。

社会福祉協議会と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティアセンターの

設置・運営における連携体制を整えるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

107 第４１節 観光地の災害予防計画

第２ 主な取組み

２ 外国人旅行者のために、避難場所や避難経路標識等の簡明化、多言語化や情報提供体制の整備な

ど災害時の防災環境づくりに努める。

第４１節 観光地の災害予防計画

第２ 主な取組み

２ 外国人旅行者のために、避難場所や避難経路標識等の簡明化、多言語化や情報提供体制の整備な

ど災害発生時の防災環境づくりに努める。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

108 第４２節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進

第３ 計画の内容

１ 地区防災計画

地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう市の一定地区内の住民及び当該地区に事業所を有

する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防災計画を定めるも

のとする。

また地区居住者の参加のもと、地域防災力の充実強化のための具体的な事業に関する計画を定め

るものとする。

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計画

を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提

とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努めるものとする。

また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。

第４２節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進

第３ 計画の内容

１ 地区防災計画

地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう市の一定地区内の住民及び当該地区に事業所を有

する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、地域防災計画に地区防災計画を定めるも

のとする。

また地区居住者の参加のもと、地域防災力の充実強化のための具体的な事業に関する計画を定め

るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

110 第１節 災害直前活動

第３ 活動の内容

１ 警報等の住民に対する伝達活動

（４）土砂災害警戒情報発表時の対応

県から土砂災害警戒情報発表の通知を受けたときは、速やかに避難指示を発令するなど住民の

避難行動へつなげる。また、避難情報の周知を図る。

第１節 災害直前活動

第３ 活動の内容

１ 警報等の住民に対する伝達活動

（４）土砂災害警戒情報発表時の対応

県から土砂災害警戒情報発表・解除の通知を受けたときは、その情報を住民等へ伝達し、速や

かな避難行動へつなげるよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

111 ２ 住民の避難誘導対策

（１）基本方針

風水害により、住民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、避

難情報の発令により適切な避難誘導を実施し、災害の発生に備える。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対

しては、迅速かつ適切な避難誘導に努める。

（２）実施計画

ア 風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者、水防団等と連携を図りながら気象情報等

に十分注意し、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または

危険が予想される場合は、住民に対して避難情報を発令するとともに、適切な避難誘導活動を

実施するものとする。

特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されて

から災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努

めるものとする。

イ 避難行動要支援者については避難情報の伝達を行うなどの、避難支援計画に沿った避難支援

を行う。

当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、

時間帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行うものとす

る。

また、必要に応じて、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。

ウ 住民に対して避難情報を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、

避難情報を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難

情報の発令に努めるものとする。

エ 災害の状況に応じて避難情報を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣のより安

全な建物への「緊急的な待避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるよ

うに努めるものとする。

オ 避難情報が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅、

ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全

を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の

周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確

保」を行うべきことについて、住民等への周知徹底に努めるものとする。

カ 市は、災害時には、必要に応じ指定緊急避難場所又は指定避難所を開設し住民等に対して周

知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、必要がある場合は管

理者の同意を得て指定避難所とするものとする。

キ 住民に対する避難情報の伝達に当たっては、災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や

関係事業者の協力を得つつ、市防災行政無線、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソー

シャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速か

つ的確な伝達に努めるものとする。

２ 住民の避難誘導対策

（１）基本方針

風水害により、住民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、避

難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）を行うなど適切な避難誘導を

実施し、災害の発生に備える。

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対

しては、迅速かつ適切な避難誘導に努める。

（２）実施計画

ア 風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者、水防団等と連携を図りながら気象情報等

に十分注意し、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または

危険が予想される場合は、住民に対して避難のための避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避

難勧告、避難指示（緊急）を行い、避難誘導活動を実施するものとする。

特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されて

から災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努

めるものとする。

イ 避難行動要支援者については避難準備・高齢者等避難開始の伝達を行うなどの、避難支援計

画に沿った避難支援を行う。

当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、

時間帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行うものとす

る。

また、必要に応じて、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。

ウ 住民に対する避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うにあたり、対象地域の適切

な設定等に留意するとともに、勧告・指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行

動をとりやすい時間帯における準備情報の提供に努めるものとする。

エ 災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣のより

安全な建物への「緊急的な待避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれる

ように努めるものとする。

オ 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所への移動を原則と

するものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって

危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への

移動又は屋内での待避等を行うべきことについて、市は、住民等への周知徹底に努めるものと

する。

カ 市は、災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ指定緊急避難場所又は指定避難所

を開設し住民等に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設につい

ても、必要がある場合は管理者の同意を得て指定避難所とするものとする。

キ 住民に対する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の伝達に当たって

は、災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ、市防災行政無

線、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる

広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

112 コ 避難情報を解除する場合には、十分に安全性の確認に努めるものとする。

サ 市は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難する

ための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。

コ 避難指示（緊急）、避難勧告を解除する場合には、十分に安全性の確認に努めるものとする。

サ 市は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難する

ための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

112 シ 市は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努めるも

のとする。

ス 市は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する

研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に、要配慮者

に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所とし

て開設するよう努めるものとする。

セ 市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームペー

ジやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑

化に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

113 ４ 警報等の種類及び発表基準

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報

（１）特別警報・警報・注意報

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれがあるときには「注意報」が、重大な災

害が発生するおそれがあるときには「警報」が、予想される現象が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予測値

が時間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表される。長野地方気象台では、気象特性に基づき79の
区域に分け発表している。

特別警報・警報・注意報の概要

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの）

４ 警報等の種類及び発表基準

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報

（１）警報・注意報

長野地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注

意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」を、重大な災害が起こるおそれが著

しく大きい場合には「特別警報」を、市町村単位を基本に気象特性に基づき県内７９の区域に分け

て発表している。

警報・注意報の概要

警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの）

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

113、

114

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

114 長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)

115 警報・注意報発表基準一覧表（上田地域）

（令和3年6月8日現在）
（表略）

警報・注意報発表基準一覧表（上田地域）

（令和2年8月6日現在）
（表略）

気象台の基準更新

に伴う修正
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

117 警報・注意報基準一覧表の解説

（２）波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報、記録的短時

間大雨情報の ( ) 内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報区、一次細分区域及び市町
村等をまとめた地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記している。

（３）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報

及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、

濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注意報では、基

準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。

（５）表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報についてはその

欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基

準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白でそれぞれ示している。

（６）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用す

ることが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基準のみにとらわれ

ない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長期間継続すると考え

られる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」

を設定し、通常より低い基準で運用することがある。

【大雨及び洪水警報・注意報基準表（別表１～５）の解説】

（１）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち

基準を設定していないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合、高潮警報・

注意報で現象が発現せず基準を設定していない市町村等についてはその欄を“－”で示している。

（２）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌

雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達すると予想される場

合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。

（３）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。ただし、暫定

基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低い基準で運用する場合がある。この場合、大

雨警報基準及び大雨注意報基準の表面雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示し

ている。

警報・注意報基準一覧表の解説

（２）波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報名の欄の（ ）

内は基準として用いる気象要素を示す。なお、府県予報区、一次細分区域および市町村等をまとめた

地域で取り扱いが異なる場合は、個々の欄に付記している。

（３）大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、および風雪

注意報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、

基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐に

わたるため、省略は行っていない。

（５）表中において、対象の市町村等をまとめた地域等で現象が発現しない警報・注意報についてはその

欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基

準を定めていない警報・注意報についてはその欄を空白でそれぞれ示している。

（６）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用す

ることが適切でない状態となることがある。このような状態がある程度長期間継続すると考えられる

場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設

定し、通常より低い基準で運用することがある。

【大雨及び洪水警報・注意報基準表（別表１～５）の解説】

（１）大雨警報については、表面雨量指数に到達することが予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、土

壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に到達すると予想さ

れる場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)

118 （４）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値は1km四方毎に設定しているが、大雨警報基準及び大雨注
意報基準の土壌雨量指数基準には、市町村等の域内における基準値の最低値を示している。1km四方
毎の基準値については、資料（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を
参照のこと。

（５）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。
（６）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、洪水警報基準

及び洪水注意報基準の流域雨量指数基準には主要な河川における代表地点の基準値を示している。欄

が空白の場合は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以外

の河川も含めた流域全体の基準値は、資料

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。
（７）洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨量指数）

の組み合わせによる基準値を示している。その他の地点の基準値は、資料

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）を参照のこと。
（８）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川[△△]」は、洪水警報においては「指定河
川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の

発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△

基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。

（２）土壌雨量指数基準値は１km四方毎に設定しているが、大雨警報（土砂災害）及び大雨注意報の土雨
量指数基準には、市町村等の域内における基準値の最低値を示している。１km 四方毎の基準値につ
いては、資料（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を参照のこと。

（３）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数30 以上｣を意味する。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

119 ２ 水防法に基づくもの

（１）洪水予報

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は長野県知事が定めた河川について、国土交通大臣

又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報

をいう。

２ 水防法に基づくもの

（１）洪水予報

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は知事が定めた河川について、区間を決めてその状

況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報をいう。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)

120 ３ 消防法に基づくもの

（１）火災気象通報

消防法第22条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに長野地方気象台
長が長野県知事に対して行う通報をいう。

３ 消防法に基づくもの

（１）火災気象通報

消防法に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに長野地方気象台長が長野県

知事に対して行う通報をいう。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

120 ４ その他の情報

（１）大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等

警報の危険度分布（キキクル）等の概要

４ その他の情報 長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)

121 （２）早期注意情報（警報級の可能性）

警報級の現象の可能性にかけて、今日から明日にかけては時間を区切って、明後日から５日先に

かけては日単位で、長野県北部・中部・南部など、地域ごとに細分した単位に発表される。可能性

が高いことを表す[高]、可能性が高くはないが一定程度認められることを表す[中]の２段階の確度が
ある。

（３）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予測、防災上の注意を解説する場合等に発表される。雨を要

因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大

雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関

する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が急激に高

まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとき（線状降水

帯）には、「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、

「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。

（４）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報

気象情報の種類としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報などがあ

る。また、対象とする予報区により全般、地方、府県気象情報がある。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

121 （４）土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、市町村

長の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びか

ける情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表する。なお、これを補足する情報として、実際

に危険度が高まっている場所は大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂キキクル）で確認するこ

とができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

（５）記録的短時間大雨情報

大雨警報発表中の市町村において、危険度分布（キキクル）の「非常に危険」（うす紫）が出現し、

かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による

観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発

表される。長野県の雨量による発表基準は、１時間100ミリ以上の降水が観測又は解析されたとき
である。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災

害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まってい

る場所を危険度分布（キキクル）で確認する必要がある。

（６）竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報

で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、県内の「北部・中部・南部」

単位で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャス

トで確認することができる。この情報の有効期間は発表から概ね1時間である。

（１）土砂災害警戒情報

長野県と長野地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土砂災害発生

の危険度が高まった時、市長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう

市ごとに発表する情報をいう。

（２）記録的短時間大雨情報

大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀にしか観測

しない雨量であることを知らせるために、地域を名指しして発表する気象情報をいう。

（３）竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける気象

情報をいう。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象台による表現

の統一等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

122 警報等伝達系統図

１ 注意報・警報および情報

（１）系統図

注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。

注２ 二重線の経路は、気象業務法第15条及び第15条の２によって、警報の通知又は周知の措置が義務づ
けられている伝達経路。

注３ 国土交通省の機関については、気象業務法施行令第８条第３号に基づく水防活動用気象警報等の通知

先であるため、気象官署予報業務規則第103条第２項に基づき千曲川河川事務所に通知を行う。

警報等伝達系統図

１ 注意報・警報および情報

（１）系統図

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(気象業務法等の規

定に基づく伝達先

のみの記載に修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

123 （２）通信途絶時の代替経路

機 関 名 加入電話ＦＡＸ

東日本電信電話株式会社

電話番号：03-6713-3834

(平日 9:30－17:30)

FAX番号：03-6716-1041

（２）通信途絶時の代替経路

機 関 名 加入電話ＦＡＸ

東日本電信電話株式会社 022-263-0782

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

124 （３）伝達系統図 （３）伝達系統図 長野県地域防災計

画に合わせて修正

(土砂災害警戒情報

発表時の着信確認

を明確化等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

125 ２ 水防警報等

（１）伝達系統

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報

（ア）千曲川・犀川

２ 水防警報等

（１）伝達系統

ア 洪水予報指定河川に対する洪水注意報及び洪水警報

（ア）千曲川・犀川

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(通信回線の変更に

伴う修正等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

126 （イ）県管理河川（千曲川上流、裾花川、奈良井川、諏訪湖） （イ）県管理河川（千曲川上流、裾花川、奈良井川、諏訪湖） 長野県地域防災計

画に合わせて修正

(通信回線の変更に

伴う修正等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

129 第２節 災害情報の収集・連絡活動

第２ 活動の内容

２ 被害状況等の調査と調査責任機関

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施する。

調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるものとする。

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次表の協力機関に定め

る県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等

の把握に努める。

上田地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化が必要である

と認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援

派遣を求めるものとする。この場合、県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派

遣するものとする。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当

たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な

空間の確保に配慮するものとする。

また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生し

たときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握

できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努めるものとする。

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録

の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に基づ

き正確な情報の収集に努めるものとする。

第２節 災害情報の収集・連絡活動

第２ 活動の内容

２ 被害状況等の調査と調査責任機関

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施する。

調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるものとする。

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、次表の協力機関に定め

る県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要な応援を行い、被害情報等

の把握に努める。

上田地域振興局長は、被災地における被害の状況から県庁の応援が必要であると認められる場合

は、県庁に対し情報収集チームの派遣を求めるものとする。この場合、県庁は必要な職員により情

報収集チームを構成し速やかに派遣するものとする。

また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生し

たときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握

できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努めるものとする。

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録

の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に基づ

き正確な情報の収集に努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

130 国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

133 （２）人的及び住家の被害状況報告 様式２号

高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等避難状況報告 様式２-１号
（２）人的及び住家の被害状況報告 様式２号

避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）等避難状況報告 様式２-１号
国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

138 （14）教育関係被害状況報告 様式15号
エ 文化財

（14）教育関係被害状況報告 様式15号
エ 文化財

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(連絡系統の整理)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

147 第３節 非常参集職員の活動

第３ 活動の内容

２ 組織、配備基準

（３）指揮命令系統

災害時における活動体制は、地震の震度等により、指示によることなく取るべき体制が定め

られている場合を除き、警戒体制については本庁の危機管理防災課長からの配備依頼、それ以

外の体制については同総務部長の指示に基づくものとする。ただし、丸子・真田・武石の各地

域自治センター管轄区域において災害が発生し、指示を待つ時間がない場合には、センター長

の指示に基づき必要な体制をとった上で、速やかに総務部長に報告するものとする。

（５）対策本部の設置場所

市長は、災害対策本部設置基準に基づき、災害時には速やかに本庁内に災害対策本部を設置

するものとする。

ただし、本庁舎が被災した場合等は、市対策本部の予備施設として、以下の順位で設置する

ものとする。

第３節 非常参集職員の活動

第３ 活動の内容

２ 組織、配備基準

（３）指揮命令系統

災害発生時等における活動体制は、地震の震度等により、指示によることなく取るべき体制

が定められている場合を除き、警戒体制については本庁の危機管理防災課長からの配備依頼、

それ以外の体制については同総務部長の指示に基づくものとする。ただし、丸子・真田・武石

の各地域自治センター管轄区域において災害が発生し、指示を待つ時間がない場合には、セン

ター長の指示に基づき必要な体制をとった上で、速やかに総務部長に報告するものとする。

（５）対策本部の設置場所

市長は、災害対策本部設置基準に基づき、災害発生時には速やかに本庁内に災害対策本部を

設置するものとする。

ただし、本庁舎が被災した場合等は、市対策本部の予備施設として、以下の順位で設置する

ものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

149 第４節 広域相互応援活動

第１ 基本方針

災害時において、その規模及び被害状況等から、被災市町村単独では十分な応急・復旧活動を実

施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互においては、法令及び応

援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする（別記参照）。

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村による応援職

員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づく派遣要請を被災市区町村

応援職員現地調整会議等において行うものとする。

なお、被災市町村にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れ

が生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネ

ジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職員だ

けで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配

慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うこととする。

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、

被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協定等により、必要に

応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当

たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な

空間の確保に配慮するものとする。

第２ 主な活動

１ 被害の規模及び状況に応じ、広域受援計画に基づき速やかに応援を要請する。

２ 災害時に速やかな応援体制を整える。

３ 応援要請側の円滑な受入れ体制を確立する。

４ 広域避難が行われる場合の体制を確立する。

５ 応援活動に伴う経費を負担する。

第４節 広域相互応援活動

第１ 基本方針

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、被災市町村単独では十分な応急・復旧活動

を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互においては、法令及

び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする（別記参照）。

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村による応援職

員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、被災市区町村応援職員確保システムに基づく派遣要請を

被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。

なお、被災市町村にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れ

が生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネ

ジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職員だ

けで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配

慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行うこととする。

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、

被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協定等により、必要に

応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。

第２ 主な活動

１ 被害の規模及び状況に応じ、広域受援計画に基づき速やかに応援を要請する。

２ 災害覚知時に速やかな応援体制を整える。

３ 応援要請側の円滑な受入れ体制を確立する。

４ 広域避難が行われる場合の体制を確立する。

５ 応援活動に伴う経費を負担する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

151 第３ 活動の内容

２ 応援体制の整備

（１）基本方針

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に行うことが

重要となることから、地方公共団体等は、災害時は、事前に締結されている相互応援協定等

に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を受けた場合は、早急

に出動する必要がある。

イ 要請を待たない自主的出動等

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待ついと

まがないと認められる時は、要請を待たないで自主的に出動等をする必要がある。

この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行う。

（ア）情報収集及び応援体制の確立

市、県、公共機関及びその他事業者（以下「応援側」という。）は、災害時は、速やかに

災害規模等の情報収集を行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団体等（以下「要

請側」という。）から要請を受けた場合は、直ちに出動する。

第３ 活動の内容

２ 応援体制の整備

（１）基本方針

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に行うことが

重要となることから、地方公共団体等は、災害の発生を覚知したときは、事前に締結されて

いる相互応援協定等に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を

受けた場合は、早急に出動する必要がある。

イ 要請を待たない自主的出動等

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待ついと

まがないと認められる時は、要請を待たないで自主的に出動等をする必要がある。

この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行う。

（ア）情報収集及び応援体制の確立

市、県、公共機関及びその他事業者（以下「応援側」という。）は、大規模災害等の発生

を覚知したときは、速やかに災害規模等の情報収集を行うとともに、応援体制を整え、被

災地方公共団体等（以下「要請側」という。）から要請を受けた場合は、直ちに出動する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

155 第５節 ヘリコプターの運用計画

第２ 主な活動

２ 県はヘリコプターを運航する機関と平素から密接な連携を保ち、災害時には迅速な要請手続を行

う。また、必要に応じてヘリコプター運行調整会議を開催し、ヘリコプターの活動について調整を

行う。

第５節 ヘリコプターの運用計画

第２ 主な活動

２ 県はヘリコプターを運航する機関と平素から密接な連携を保ち、災害発生時には迅速な要請手続

を行う。また、必要に応じてヘリコプター運行調整会議を開催し、ヘリコプターの活動について調

整を行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

164 第７節 救助・救急・医療活動

第３ 活動の内容

１ 救助・救急活動

（１）基本方針

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の連携を密

にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。

また、大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることが

予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域緊急輸送活動を迅速かつ効果的

に行う。

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。

第７節 救助・救急・医療活動

第３ 活動の内容

１ 救助・救急活動

（１）基本方針

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の連携を密

にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。

また、大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることが

予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域緊急輸送活動を迅速かつ効果的

に行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

166 ２ 医療活動

（１）基本方針

ア 市は、「上小地域災害時医療救護活動マニュアル」により上田保健福祉事務所と連携し、災害時に

おける医療救護体制に基づき、上田市医師会、小県医師会、上田小県歯科医師会、上田薬剤師会、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害拠点病院等とともに、医療救護活動等を行う。

また、必要に応じて県、隣接市町村、郡市医師会等に協力を要請する。

（サ）長野県厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院は、県からの要請に基づき、ドクター

ヘリによる救急搬送等の医療救護活動を行う。

２ 医療活動

（１）基本方針

ア 市は、「上小地域災害時医療救護活動マニュアル」により上田保健福祉事務所と連携し、災害時に

おける医療救護体制に基づき、上田市医師会、小県医師会、上田小県歯科医師会、上田薬剤師会、

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害拠点病院等とともに、医療救護活動等を行う。

また、必要に応じて県、隣接市町村、郡市医師会等に協力を要請する。

（サ）長野厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院は、県からの要請に基づき、ドクターヘ

リによる救急搬送等の医療救護活動を行う。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)



35

第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

169 第９節 要配慮者に対する応急活動

第１ 基本方針

災害時には、自力での避難等が困難であり、被災する可能性が高いことから、市、県及び医療機関、

社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者の態様に十分

配慮した応急活動を行うものとする。

第２ 主な活動

４ 災害時において、応援をする場合及び応援を受ける場合に、円滑かつ効果的な対応がとれる体制

を確立する。

第３ 活動の内容

１ 避難収容活動

（２）実施計画

ア 避難情報をはじめとする災害情報の周知

要配慮者の態様に応じ、防災行政無線をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレ

ビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民、自主防災組織等の協力による伝達など多様

な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時

に行うとともに、災害の状況によっては臨時災害放送局の開設を検討する。

イ 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認

避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者に関する避難支援計画等に基づき、関係者

に予め提供した名簿に掲載した避難行動要支援者の避難支援を行う。

なお、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名

簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確

認が行われるように努める。

また、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて避難支援等を行う。

第９節 要配慮者に対する応急活動

第１ 基本方針

災害が発生した際、は、自力での避難等が困難であり、被災する可能性が高いことから、市、県及

び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者

の態様に十分配慮した応急活動を行うものとする。

第２ 主な活動

４ 災害発生時において、応援をする場合及び応援を受ける場合に、円滑かつ効果的な対応がとれる

体制を確立する。

第３ 活動の内容

１ 避難収容活動

（２）実施計画

ア 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）をはじめとする災害情報の周知

要配慮者の態様に応じ、防災行政無線をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレ

ビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民、自主防災組織等の協力による伝達など多様

な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時

に行うとともに、災害の状況によっては臨時災害放送局の開設を検討する。

イ 要配慮者の状況把握及び避難誘導

災害が発生した際は、要配慮者に関する避難支援計画等に基づき、要配慮者に関する台帳

の活用や地域住民、自主防災組織等の協力により、安否及び保健福祉サービスの要否等につ

いて速やかに確認するとともに、必要な救助・避難支援を行う。

なお、避難誘導する際には、要配慮者の態様に応じて、介助員等の付き添いや車両・車椅

子等を活用する。

また、社会福祉施設や医療機関等の利用者に関しても安否確認を行うとともに、被災者の

救助・避難支援を行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

170 ウ 指定避難所での生活環境整備等

（ウ）指定避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供

福祉避難所及び要配慮者が生活する指定避難所には、保健師や介護支援専門員等を配置

した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医師、看護師、

保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速

に行う。

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の

派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。

ウ 指定避難所での生活環境整備等

（ウ）指定避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供

福祉避難所及び要配慮者が生活する指定避難所には、保健師や介護支援専門員等を配置

した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医師、看護師、

保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速

に行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

172 別表 別表 国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

179 第１２節 避難収容及び情報提供活動

第１ 基本方針

風水害発生時においては、浸水、建築物の破損、がけ崩れ等が予想され地域住民の身体、生命に

大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策は第 1次的実施責任者である市
長が中心に計画作成をしておくものとする。

その際、要配慮者についても十分考慮するものとする。

特に、県内には、多くの要配慮者利用施設が土砂災害危険箇所内に所在しているため、避難情報

の伝達や警戒区域の設定並びに避難誘導の実施にあたっては、これらの施設に十分配慮するものと

する。

また、避難情報の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、

５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すものとする。

第２ 主な活動

１ 避難情報を発令する際は、適切に避難情報を発令し、速やかにその内容を住民に周知する。

第１２節 避難収容及び情報提供活動

第１ 基本方針

風水害発生時においては、浸水、建築物の破損、がけ崩れ等が予想され地域住民の身体、生命に

大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策は第 1次的実施責任者である市
長が中心に計画作成をしておくものとする。

その際、要配慮者についても十分考慮するものとする。

特に、県内には、多くの要配慮者利用施設が土砂災害危険箇所内に所在しているため避難準備・

高齢者等避難開始の提供や、避難指示（緊急）、避難勧告、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施に

あたっては、これらの施設に十分配慮するものとする。

第２ 主な活動

１ 避難準備・高齢者等避難開始の提供、避難勧告、避難指示（緊急）の実施者は適切にその実施を

行い、速やかにその内容を住民に周知する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

180 第３ 活動の内容

１ 避難情報

（１）基本方針

風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認められる場合には、住

民に対し状況に応じて避難情報を発令し伝達する。

避難情報を発令する者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を

得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難情報を発令した場合は、速やかにそ

の内容を住民に周知するものとする。

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰にでも理解できる内容

で伝えることを心がける。

また、避難情報の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、

５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促す。

第３ 活動の内容

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報

（１）基本方針

風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認められる場合には、住

民に対し状況に応じて避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示(緊急)を行う。
避難準備・高齢者等避難開始を伝達する者、避難勧告、避難指示（緊急）を行う者は、関係機関

相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集

に努めるとともに、避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）を行った場

合は、速やかにその内容を住民に周知するものとする。

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰にでも理解できる内容

で伝えることを心がける。

また、避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、

５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促す。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

180 （２）実施計画

ア 実施機関

（ア） 関係機関が実施すべき事項

（２）実施計画

ア 実施機関

（ア） 関係機関が実施すべき事項

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

181 （ウ）県、指定行政機関及び指定地方行政期機関は、市から求めがあった場合には、その所掌事務に

関し、避難情報の対象地域、判断時期等について助言するものとする。

イ 高齢者等避難、避難指示の意味

（ア）「高齢者等避難」

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難の準備を呼びかけ、避

難行動に時間を要する高齢者等の要配慮者及びその支援に当たる人には避難行動の開始を呼びか

ける行為をいう。

（イ）「避難指示」

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときに発せられ、住民を避難のため立

ち退きを指示することをいう。

ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等

（ア）市長の行う措置

ａ 避難指示

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、

特に必要があると認めるときは、次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向ま

たは指定緊急避難場所を示し、早期に避難指示を行うものとする。

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ない

ときは、屋内の二階以上の場所への待機等の確保措置を講ずるよう、地域の居住者等に対し

指示するものとする。

なお災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必

要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政期間に速やかに助言を求

めるものとする。

（ウ）県、指定行政機関及び指定地方行政期機関は、市から求めがあった場合には、その所掌事務に

関し、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、判断時期等について助言するものとする。

イ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の意味

（ア）「避難準備・高齢者等避難開始」

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難の準備を呼びかけ、避

難行動に時間を要する要配慮者及びその支援に当たる人には避難行動の開始を呼びかける行為を

いう。

（イ）「避難勧告」

その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立ち退きを勧め又は

促す行為をいう。

（ウ）「避難指示（緊急）」

被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難

のため立ち退かせるためのものをいう。

ウ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始及び報告、通知等

（ア）市長の行う措置

ａ 避難指示（緊急）、避難勧告

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保

護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住

者、滞在者その他の者に対し、避難方向または指定緊急避難場所を示し、早期に避難指示（緊

急）、避難勧告を行うものとする。

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ない

ときは、屋内の二階以上の場所への待機等の確保措置を講ずるよう、地域の居住者等に対し

指示するものとする。

なお災害の危険性が高まり、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政期

間に速やかに助言を求めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

182 ｂ 高齢者等避難

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難

行動を開始しなければならない段階、または今後の状況により早めの避難が必要と判断される状況で

特に必要があると認めるときは、上記ａの地域の居住者、滞在者その他の者に対し、高齢者等避難を

発令するものとする。

ｂ 避難準備・高齢者等避難開始

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難

行動を開始しなければならない段階、または今後の状況により早めの避難が必要と判断される状況で

特に必要があると認めるときは、上記ａの地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難準備・高齢

者等避難開始を伝達するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

183 （エ）警察官の行う措置

ａ 指示

二次災害等の危険場所等を把握するため、警察署毎に調査班を編成し、住宅地域を中心に区域

を定めて調査を実施する。

把握した二次災害危険場所等については、市災害対策本部等に伝達し、避難情報の発令を促す。

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における避難の指示・

誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。

（ｅ）避難のための指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報車等により、避難の理由、指

定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底を図る。

（エ）警察官の行う措置

ａ 指示

二次災害等の危険場所等を把握するため、各警察署毎に調査班を編成し、住宅地域を中心に区

域を定めて調査を実施する。

把握した二次災害危険場所等については、市災害対策本部等に伝達し、避難勧告等の発令を促

す。

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における避難の指示・

誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。

（ｅ）避難のための勧告、指示を行うにあたっては、関係機関と協力し、広報車等により、避難の理

由、指定緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底を図る。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

184 エ 避難情報発令の時期

上記ウ（ア）ａ（ａ）～（ｉ）に該当する地域が発生すると予想され、住民の生命及び身体を災害

から保護するため必要とする場合に発する。

なお、避難情報を解除する場合には、十分に安全性の確保に努めるものとする。

オ 避難情報の内容

避難情報を発令する際は、次の事項を明確にする。また、避難情報の伝達についても同様とする。

エ 避難指示（緊急）、避難勧告の時期

上記ウ（ア）ａ（ａ）～（ｉ）に該当する地域が発生すると予想され、住民の生命及び身体を災害

から保護するため必要とする場合に発する。

なお、避難指示（緊急）、避難勧告を解除する場合には、十分に安全性の確保に努めるものとする。

オ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の内容

避難指示（緊急）、避難勧告を行うに際して、次の事項を明確にする。また、避難準備・高齢者等避

難開始の伝達についても同様とする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

185 カ 住民への周知

（ア）避難情報の発令を行った者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等のあらゆる広報手段

を通じ又は直接住民に対し周知する。

避難の必要が無くなった場合も同様とする。

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画により、確実に伝達する。

（イ）市長以外の発令者は、住民と直接関係している市長と緊密な連絡を取り、周知徹底を図る。

（カ）避難情報をはじめとする災害情報の周知のため、防災行政無線をはじめとして、コミュニティ放送、

ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、

避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の

状況によっては臨時災害放送局の開設を検討するものとする。

ク 市有施設における避難活動

災害時においては、浸水、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそれが

あるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮者に十分配慮するものとする。

カ 住民への周知

（ア）避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始を行った者は、速やかにその内容を市防

災行政無線、広報車等のあらゆる広報手段を通じ又は直接住民に対し周知する。

避難の必要が無くなった場合も同様とする。

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画により、確実に伝達する。

（イ）市長以外の指示者は、住民と直接関係している市長と緊密な連絡を取り、周知徹底を図る。

（カ）避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示(緊急)をはじめとする災害情報の周知のため、
防災行政無線をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、

地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生活支援等に関

する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の状況によっては臨時災害放送局の開設を検討する

ものとする。

ク 市有施設における避難活動

災害発生時においては、浸水、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそ

れがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮者に十分配慮するものと

する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

186 （イ）避難情報が発令された場合、速やかに内容を庁内放送、消防団員等による伝令等あらゆる広報手段

を通じ周知を行う。

２ 警戒区域の設定

（２）実施計画

ウ 警戒区域の設定を行った者は、避難の指示と同様、関係機関及び住民にその内容を周知する。

（イ）避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始は、速やかに内容を庁内放送、消防団員

等による伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。

２ 警戒区域の設定

（２）実施計画

ウ 警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民にその内容を周知

する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

187 ３ 避難誘導活動

（１）基本方針

避難情報を発令した者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導に努めるとと

もに、避難行動要支援者の避難に十分配慮するものとする。

３ 避難誘導活動

（１）基本方針

避難指示（緊急）、避難勧告を行った者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘

導に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

188 ４ 避難所の開設

（２）実施計画

イ 開設の基準

市長により避難情報が発令された場合は、速やかに指定避難所の開設を決定し、住民に周知す

るとともに、指定避難所に収容すべき者を誘導し保護するものとする。なお、避難所を開設する

場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。

ウ 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設につい

ても、管理者の同意を得て避難所として開設する。その際、国や独立行政法人等が所有する研修施

設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設するものとする。

エ 要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設するものとする。また、被災地以外の地域にあ

るものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする

オ 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。

カ 避難所を開設したときは、市長はその旨を公示し、避難所に収容すべき者を誘導し保護するもの

とする。その際、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努める

ものとする。

４ 避難所の開設

（２）実施計画

イ 開設の基準

市長により避難勧告が発令された場合は、速やかに指定避難所の開設を決定し、住民に周知す

るとともに、指定避難所に収容すべき者を誘導し保護するものとする。なお、開設の際には、前

項の浸水想定区域内でないことを確認し、体育館などの開設を行う。

また、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施

設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。この場合、あらかじめ施設の安全性

を確認するものとする。

ウ 要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設するものとする。また、被災地以外の地域にあ

るものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保

に努める。

エ 指定避難所を開設したときは、市長はその旨を公示し、指定避難所に収容すべき者を誘導し保護

するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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189 ５ 指定避難所の運営

（２）実施計画

ウ 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。

エ 避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受け取りに来ている避難者

等に係る情報の把握に努めるものとする。

カ 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものであるよう努めるものとする。その

ため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボールベッド等、パーティシ

ョン、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理の状

況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める

ものとする。また必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるもの

とする。

キ 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管理や避

難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。

ク 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視

点に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用

下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における

安全性の確保など、女性や子育て家庭、障がい者などのニーズに配慮した指定避難所の運営に努め

るものとする。

ケ 指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性

用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる

場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載する

など、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体と

の連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。

コ 災害の規模、避難者の収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、ホテル・旅館等へ

の移動を避難者に促すものとする。

サ 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の態様に合わせ、次に掲

げる事項に十分配慮し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つつ、計画的に生活環境の

整備を図るものとする。

（省略）

５ 指定避難所の運営

（２）実施計画

ウ 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。

エ 避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受け取りに来ている被災者

等に係る情報の把握に努めるものとする。

カ 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものであるよう努めるものとする。その

ため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴

施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理の状況など、避

難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

また必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。

キ 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視

点に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用

下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保な

ど、女性や子育て家庭、障がい者などのニーズに配慮した指定避難所の運営に努めるものとする。

ク 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、旅館やホ

テル等への移動を避難者に促すものとする。

ケ 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の態様に合わせ、次に掲

げる事項に十分配慮し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つつ、計画的に生活環境の

整備を図るものとする。

（省略）

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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190 シ 指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、市において人員が不足し困難を来した場

合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼する。

ス 市立学校における対策（教育委員会）

（省略）

セ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するものと

する。

ソ 市は、ペットとの同行避難について適切な体制整備に努めるものとし、必要に応じ、家庭動物（ペ

ット）のためのスペースを原則として屋外に確保するよう努める。ただし、施設に別棟の倉庫等が

あるなど収容能力に余裕がある場合には、当該指定避難所に生活する避難者の同意のもとに、居室

以外の部屋に専用スペースを設け飼養させることができる。

タ 市は、関係機関と連携し、指定避難所での、住民の心身の健康相談、生活相談、就学・就職など

ニーズに応じた相談窓口の設置を行うものとする。

チ やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、

保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環

境の確保が図られるよう努めるものとする。

コ 指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、市において人員が不足し困難を来した場

合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼する。

サ 市立学校における対策（教育委員会）

（省略）

シ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するものと

する。

ス 市は、ペットとの同行避難について適切な体制整備に努めるものとし、必要に応じ、家庭動物（ペ

ット）のためのスペースを原則として屋外に確保するよう努める。ただし、施設に別棟の倉庫等が

あるなど収容能力に余裕がある場合には、当該指定避難所に生活する避難者の同意のもとに、居室

以外の部屋に専用スペースを設け飼養させることができる。

セ 市は、関係機関と連携し、指定避難所での、住民の心身の健康相談、生活相談、就学・就職など

ニーズに応じた相談窓口の設置を行うものとする。

ソ やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、

保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環

境の確保が図られるよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

191 ツ 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況

等を適切に県に報告するよう努めるものとする。

テ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れることとする。

ト 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣

医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

６ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動

（１）基本方針

広域避難及び広域一時滞在については、市、県及び関係機関は相互に連携し、速やかな避難の実施

に努めるものとする。

（２）実施計画

ア 広域避難の対応

（ア）協議

災害の予測規模、避難者数にかんがみ、市町村の区域外への広域的な避難、指定避難所及び指

定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れにつ

いては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し当該他

の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告し

た上で、自ら他の都道府県内の市町村に協議することができる。なお、広域避難に関して必要な

調整を行うよう県に求めることができる。

（イ）実施

あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づき、関係者間で適切な役割分

担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。

（ウ）避難者への情報提供

避難者のニーズを十分把握するとともに、政府本部、指定行政機関、公共機関、他の地方公共

団体及び事業者と相互に連絡をとりあい、放送事業者等を含めた関係者間で連携を行うことで、

避難者等に役立つ的確な情報を提供できるように努めるものとする。

タ 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況

等を適切に県に報告するよう努めるものとする。

チ 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受

け入れることとする。

ツ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣

医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。

６ 広域的な避難を要する場合の活動

（１）基本方針

大規模災害が発生し、被災者が居住地以外の市町村に避難する必要が生じた場合は、市、県及び関

係機関は相互に連携し、速やかな避難の実施に努めるものとする。

（２）実施計画

ア 被害が甚大で市域を越えた広域の避難・収容が必要と判断される場合には、県に支援を要請する

ものとする。

イ 被災者が居住地以外の市町村に避難する必要が生じた場合は、避難先の市町村に対し、指定避難

所の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう要請するものとする。

ウ この場合、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等によ

り避難させるものとする。

エ 避難者を受け入れる市町村は、指定避難所を開設するとともに必要な災害救助を実施するものと

する。

オ 居住地以外の市町村に避難する被災者に対して、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に

受け取ることができるよう努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

192 イ 広域一時滞在の対応

（ア）協議

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町村の区

域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合にお

いて、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村

への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めることができる。なお、広域一

時滞在に関して必要な調整を行うよう県に求めることができる。

（イ）広域的避難収容活動の実施

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に基づき、適切な広域的避難収容活動を実施する

ものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

195 第１３節 孤立地域対策活動

第３ 活動の内容

１ 孤立実態の把握対策

（１）基本方針

全ての応急対策は被害実態の把握から始まる。通信途絶地域については、地域からの救助要

請や被害状況の報告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的に状況を確認する必

要がある。災害時には、平素からの孤立予想に基づき、ただちに各地域と連絡をとり、孤立の

有無と被害状況について確認するものとする。

第１３節 孤立地域対策活動

第３ 活動の内容

１ 孤立実態の把握対策

（１）基本方針

全ての応急対策は被害実態の把握から始まる。通信途絶地域については、地域からの救助要

請や被害状況の報告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的に状況を確認する必

要がある。発災時には、平素からの孤立予想に基づき、ただちに各地域と連絡をとり、孤立の

有無と被害状況について確認するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

196 ２ 救助・救出対策

（１）基本方針

災害時には人命の救助を第一義とした活動を行い、引き続き、孤立地域からの救出活動を実

施するものとする。

２ 救助・救出対策

（１）基本方針

災害発生時には人命の救助を第一義とした活動を行い、引き続き、孤立地域からの救出活動

を実施するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

197 第１４節 食料品等の調達供給活動

第３ 活動の内容

１ 食料品等の調達

（２）実施計画

市は、計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった場合は、物資調

達・輸送調整等支援システムを用いて県災害対策本部室に対して食料の供給について種類及び数

量を、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、明示して要請を行うものとする。

２ 食料品等の供給

（２）実施計画

ア 市は、災害時に被災者等に対する食料の供給が必要な場合は、まず市の備蓄食料の供給を行

うものとする。

第１４節 食料品等の調達供給活動

第３ 活動の内容

１ 食料品等の調達

（２）実施計画

市は、計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった場合は、物資調

達・輸送調整等支援システムを用いて近隣市町村及び県災害対策本部室に対して食料の供給につ

いて種類及び数量を、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、明示して要請を行うものとする。

２ 食料品等の供給

（２）実施計画

ア 市は、災害発生時に被災者等に対する食料の供給が必要な場合は、まず市の備蓄食料の供給

を行うものとする。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(物資調達・輸送調

整等支援システム

を用いた要請フロ

ーを反映等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

201 第１６節 生活必需品の調達供給活動

第１ 基本方針

災害発生後、住民の避難施設等での生活必需品については、基本的には市が備蓄分を供給するが、

被害状況等に応じて、県へ生活必需品の調達・供給を要請する。このため、必要な生活必需品の調達・

供給に関して、連絡・調整・輸送・集積等について体制の整備を図る。

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調

達に留意するものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷

房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニ

ーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。

第１６節 生活必需品の調達供給活動

第１ 基本方針

災害発生後、住民の避難施設等での生活必需品については、基本的には市が備蓄分を供給するが、

被害状況等に応じて、県へ生活必需品の調達・供給を要請する。このため、必要な生活必需品の調達・

供給に関して、連絡・調整・輸送・集積等について体制の整備を図る。

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調

達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地

の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

202 第１７節 保健衛生、感染症予防活動

第２ 主な活動

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を図り、災害

時においては、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。また、感染症発生時に

は、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。

第１７節 保健衛生、感染症予防活動

第２ 主な活動

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を図り、災害

発生時においては、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。また、感染症発生

時には、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

203 第３ 活動の内容

２ 感染症予防対策

（２）実施計画

イ 災害発生に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（点検を含む。）、機材の確保を図る

ものとする。

オ 災害時は、感染症予防活動に要する器具機材の必要量を速やかに算出し、不足分の入手に努

めるものとする。

カ 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について感染症患者又は無症状病原

体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒等や、予防接種法によ

る臨時予防接種を県の指示に応じて実施するものとする。

また、避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じるよう

努めるものとする。

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局において避難所の

運営に必要な情報を共有するとともに、災害時には、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難

の確保のために必要な連絡・調整を行うものとする。

第３ 活動の内容

２ 感染症予防対策

（２）実施計画

イ 災害発生に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（含点検）、機材の確保を図るものと

する。

オ 災害発生時は、感染症予防活動に要する器具機材の必要量を速やかに算出し、不足分の入手

に努めるものとする。

カ 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について感染症患者又は無症状病原

体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒等や、予防接種法によ

る臨時予防接種を県の指示に応じて実施するものとする。

また、避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じるよう

努めるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

204 第１８節 遺体の捜索及び処置等の活動

第１ 基本方針

災害時において、行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推定され

る者の捜索は、市が、県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。

また、災害時における検視及び遺体の身元確認は、長野県警察災害警備計画により行うこととさ

れているが、検視に当たっては、臨床法医病理会、警察協力歯科医師会との連携を密にして、県医

師会、歯科医師会、医療機関による救護班等の協力を得て行う。

さらに、多数の死者が生じた場合は、広域的な応援により、その処理を遅滞なく進める。

第１８節 遺体の捜索及び処置等の活動

第１ 基本方針

災害時において、行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推定され

る者の捜索は、市が、県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。

また、災害発生時における検視及び遺体の身元確認は、長野県警察災害警備計画により行うこと

とされているが、検視に当たっては、臨床法医病理会、警察協力歯科医師会との連携を密にして、

県医師会、歯科医師会、医療機関による救護班等の協力を得て行う。

さらに、多数の死者が生じた場合は、広域的な応援により、その処理を遅滞なく進める。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

208 第２０節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動

第３ 活動の内容

１ 社会秩序の維持

災害時には、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産業廃棄物等の不法処

理事犯、窃盗事件等が横行する可能性がある。

したがって、社会秩序を維持するため、関係機関の適切な措置により、このような事犯を未然に防

止するとともに、悪質な業者を検挙する必要がある。

第２０節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動

第３ 活動の内容

１ 社会秩序の維持

災害発生時には、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産業廃棄物等の不

法処理事犯、窃盗事件等が横行する可能性がある。

したがって、社会秩序を維持するため、関係機関の適切な措置により、このような事犯を未然に防

止するとともに、悪質な業者を検挙する必要がある。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

209 第２１節 危険物施設等応急活動

第３ 活動の内容

１ 共通事項

（２）実施計画

ア 災害時における連絡

危険物施設等において災害時における関係機関との連絡体制を確立する。

第２１節 危険物施設等応急活動

第３ 活動の内容

１ 共通事項

（２）実施計画

ア 災害発生時等における連絡

危険物施設等において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における関係機関との連

絡体制を確立する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

210 ２ 危険物施設応急対策

（２）実施計画

イ 災害時における連絡

危険物施設において災害時における連絡体制を確立するものとする。

２ 危険物施設応急対策

（２）実施計画

イ 災害発生時等における連絡

危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における連絡体制を確立す

るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

211 ウ 危険物施設の管理者等に対する指導

（エ）危険物施設における災害時の応急措置等

５ 液化石油ガス施設応急対策

災害時における、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動及び応急供給活動については、

（一社）長野県ＬＰガス協会に要請しているが、他地区からの応援等を含めた、より効果的な体制

を確立する必要がある。

ウ 危険物施設の管理者等に対する指導

（エ）危険物施設における災害発生時の応急措置等

５ 液化石油ガス施設応急対策

災害発生時における、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動及び応急供給活動について

は、（一社）長野県ＬＰガス協会に要請しているが、他地区からの応援等を含めた、より効果的な体

制を確立する必要がある。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

217 第２５節 下水道施設等応急活動

第１ 基本方針

市街地での内水による浸水は、家屋等の財産に損害を与えるばかりでなく、人命をも脅かすもの

であり、被害を最小限に抑えるため適切な水防活動が必要である。

また下水道施設等は、水道、電気、ガス等と並び、住民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保

のために必要不可欠なライフラインの一つであり、災害時においてもライフラインとしての機能の

応急的な確保に努める必要がある。

このため、災害による被害が発生した場合には、まず被害規模等の情報の収集・連絡を行い、次

いでその情報に基づき所要の体制を整備する。引き続き、関係機関の協力を得て、応急復旧作業に

着手する。

第２５節 下水道施設等応急活動

第１ 基本方針

市街地での内水による浸水は、家屋等の財産に損害を与えるばかりでなく、人命をも脅かすもの

であり、被害を最小限に抑えるため適切な水防活動が必要である。

また下水道施設等は、水道、電気、ガス等と並び、住民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保

のために必要不可欠なライフラインの一つであり、災害発生時時においてもライフラインとしての

機能の応急的な確保に努める必要がある。

このため、災害による被害が発生した場合には、まず被害規模等の情報の収集・連絡を行い、次

いでその情報に基づき所要の体制を整備する。引き続き、関係機関の協力を得て、応急復旧作業に

着手する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

220 第２７節 鉄道施設応急活動

第２ 主な活動

鉄道施設の被害を最小限にとどめるため、災害時の危険防止、動員体制、資機材の確保等の措置

について整備を図り、的確な応急体制を樹立する。

第３ 活動の内容

鉄道各社（東日本旅客鉄道㈱、しなの鉄道㈱、上田電鉄㈱）は、鉄道施設の被害を最小限にとど

めるため、災害時の危険防止、動員体制、資機材の確保等の措置について整備を図り、的確な応急

体制を樹立する。

また、災害に関するあらゆる状況を迅速かつ的確に把握し、現地の状況を報告する方法、報告事

項の基準等を定めておくものとし、また、関係会社、関係行政機関、地方自治体等と綿密な情報連

絡を行いうるよう、これに必要な措置等を定めておく。

４ 災害時の動員体制

第２７節 鉄道施設応急活動

第２ 主な活動

鉄道施設の被害を最小限にとどめるため、災害発生時の危険防止、動員体制、資機材の確保等の

措置について整備を図り、的確な応急体制を樹立する。

第３ 活動の内容

鉄道各社（東日本旅客鉄道㈱、しなの鉄道㈱、上田電鉄㈱）は、鉄道施設の被害を最小限にとど

めるため、災害発生時の危険防止、動員体制、資機材の確保等の措置について整備を図り、的確な

応急体制を樹立する。

また、災害に関するあらゆる状況を迅速かつ的確に把握し、現地の状況を報告する方法、報告事

項の基準等を定めておくものとし、また、関係会社、関係行政機関、地方自治体等と綿密な情報連

絡を行いうるよう、これに必要な措置等を定めておく。

４ 災害発生時の動員体制

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

222 第２８節 災害広報活動

第３ 活動の内容

１ 住民等への的確な情報の伝達

（１）基本方針

市、県、放送事業者及び関係機関が相互に緊密な連絡を取り、災害の状況に関する情報や生

活関連情報等住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を、可能な限り多くの媒体を活用し、

住民等の立場に立って的確に適切に提供するものとする。

また、災害時には情報の混乱等も予想され、的確な情報の伝達、効果的な応急活動の実施の

ためには、報道や取材についての報道機関の協力も必要である。

第２８節 災害広報活動

第３ 活動の内容

１ 住民等への的確な情報の伝達

（１）基本方針

市、県、放送事業者及び関係機関が相互に緊密な連絡を取り、災害の状況に関する情報や生

活関連情報等住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を、可能な限り多くの媒体を活用し、

住民等の立場に立って的確に適切に提供するものとする。

また、災害発生時には情報の混乱等も予想され、的確な情報の伝達、効果的な応急活動の実

施のためには、報道や取材についての報道機関の協力も必要である。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

224 第２９節 土砂災害等応急活動

第３ 活動の内容

１ 大規模土砂災害対策

（１）基本方針

大規模な土砂災害が急迫している状況において、住民が適切に避難行動を行えるように、避

難情報の発令等を行う。

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難情報の発令・伝達等の処置を講じるものとす

る。

イ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請するものとする。
ウ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難情報が発令された場合これに迅速に従うものとす

る。

２ 地すべり等応急対策

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難情報の発令・伝達等の処置を講じるものとす

る。

エ 災害の危険性が高まり、避難情報の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必要があ

ると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものと

する。

オ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難情報が発令された場合これに迅速に従うものとす

る。

第２９節 土砂災害等応急活動

第３ 活動の内容

１ 大規模土砂災害対策

（１）基本方針

大規模な土砂災害が急迫している状況において、市が適切に住民の避難指示の判断等を行え

るよう被害の想定される区域・時期の情報を提供する。

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を講じるも

のとする。

イ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請するものとする。
ウ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）が出された場合これに迅

速に従うものとする。

２ 地すべり等応急対策

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を講じるも

のとする。

エ 災害の危険性が高まり、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の判断時

期等について必要があると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やか

に助言を求めるものとする。

オ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）が出された場合これに迅

速に従うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

225 ３ 土石流対策

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難情報の発令・伝達等の措置を講じるものとす

る。

ウ 災害の危険性が高まり、避難情報の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必要があ

ると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものと

する。

エ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難情報が発令された場合これに迅速に従うものとす

る。

４ がけ崩れ応急対策

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難情報の発令・伝達等の処置を講じるものとす

る。

エ 災害の危険性が高まり、避難情報の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必要があ

ると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものと

する。

オ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難情報が発令された場合これに迅速に従うものとす

る。

３ 土石流対策

（２）実施計画

ア 適時適切に避難勧告等の措置を講じるものとする。

ウ 災害の危険性が高まり、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の判断時

期等について必要があると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やか

に助言を求めるものとする。

エ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）が出された場合これに迅

速に従うものとする。

４ がけ崩れ応急対策

（２）実施計画

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難勧告等の処置を講じるものとする。

エ 災害の危険性が高まり、避難指示（緊急）又は避難勧告の対象地域、発令及び解除の判断時

期等について必要があると認められる場合は、県や指定行政機関、指定地方行政機関に速やか

に助言を求めるものとする。

オ 住民は、警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）が出された場合これに迅

速に従うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

226 第３０節 建築物災害応急活動

第３ 活動の内容

２ 文化財

（２）実施計画

ア 市文化財所管部局は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策について

万全を期すよう指導するものとする。

イ 国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その

他必要事項について県教育委員会に報告するものとする。

ウ 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関係機関と連携して応急措

置をとるものとする。

第３０節 建築物災害応急活動

第３ 活動の内容

２ 文化財

（２）実施計画

市教育委員会は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策について万全

を期すよう指導し、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告するものとする。

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

230 第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

第３ 活動の内容

１ 構造物に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

ア 市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら

交通規制、応急復旧を行うものとする。

イ 災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最

小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障とな

る空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。

第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

第３ 活動の内容

１ 構造物に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら

交通規制、応急復旧を行うものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

231 ２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

［危険物関係］

イ 災害時における連絡

危険物施設において災害時における連絡体制を確立するものとする。

２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

［危険物関係］

イ 災害発生時等における連絡

危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における連絡体制を確立するもの

とする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

232 ５ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

緊急点検結果の情報に基づき、避難情報の発令・伝達等の必要な措置をとるものとする。

５ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策

（２）実施計画

緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとるものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正)

233 第３４節 ため池災害応急活動

第２ 主な活動

被害状況の的確な把握と被害の拡大防止のため、関係機関と調整を図る。

第３ 活動の内容

１基本方針

ため池が決壊した場合又は決壊の恐れが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況を把握する

とともに、応急工事を実施する。

２ 実施計画

（１） 被害が生じた場合は、速やかに市及び県、関係機関へ通報するものとする。

（２） 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。

（３） 被害を拡大させないよう、早急に応急工事を実施するものとする

第３４節 ため池災害応急活動

第２ 主な活動

被害状況の的確な把握と被害の拡大防止のために関係機関と調整を図る。

第３ 活動の内容

（１）基本方針

ため池が決壊した場合、もしくは決壊の恐れが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況等を

把握するとともに、応急工事を実施する。

（２）実施計画

ア 被害が生じた場合は、速やかに市及び県、関係機関へ通報するものとする。

イ 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させるものとする。

ウ 被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施するものとする

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

235 第３６節 文教活動

第１ 基本方針

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下この節において「学校」という）は

多くの幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒等」という）を収容する施設であり、災

害時においては児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。

このため、市及び県は、あらかじめ定められた計画に基づき避難誘導活動に努めるとともに、速

やかな応急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与及び授業料の減免等の措置を行

う。

第３ 活動の内容

１ 児童生徒等に対する避難誘導

（イ）児童生徒等が在校中の場合の措置

ｂ 市長等から避難情報の発令があった場合及び学校長の判断により、児童生徒等を速やかに指

定された避難場所・施設へ誘導する。

第３６節 文教活動

第１ 基本方針

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下この節において「学校」という）は

多くの幼児及び児童生徒（以下この節において「児童生徒等」という）を収容する施設であり、災

害発生時においては児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。

このため、市及び県は、あらかじめ定められた計画に基づき避難誘導活動に努めるとともに、速

やかな応急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与及び授業料の減免等の措置を行

う。

第３ 活動の内容

１ 児童生徒等に対する避難誘導

（イ）児童生徒等が在校中の場合の措置

ｂ 市長等から避難の勧告又は指示があった場合及び学校長の判断により、児童生徒等を速やか

に指定された避難場所・施設へ誘導する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害対策基本法の

改正に伴う文言の

追加・修正等)

236 ２ 応急教育計画

（２）実施計画

ア 市教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害時の対応、

応急教育に関する対策について市立学校を指導及び支援する。

２ 応急教育計画

（２）実施計画

ア 市教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害発生時の対

応、応急教育に関する対策について市立学校を指導及び支援する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第３章 災害応急対策計画

頁 新 旧 修正理由・備考

240 第３８節 ボランティアの受入れ体制

（２）実施計画

エ ボランティアの需給状況等について、随時市災害対策本部に報告するとともに、必要に応じて、

県、県社会福祉協議会に対して助言や情報共有の場への参加を求め、支援の質の向上に努めるもの

とする。

オ 都道府県等又は都道府県から事務の委任を受けた市町村は，共助のボランティア活動と地方公共

団体の実施する救助の調整事務について，社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンター

に委託する場合は，当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることが

できる。

カ 市社会福祉協議会は、救援本部等を設置し、市災害対策本部との連携のもとに、ボランティアの

受入れを行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。

第３８節 ボランティアの受入れ体制

（２）実施計画

エ ボランティアの需給状況等について、随時市災害対策本部に報告するとともに、必要に応じて、

県、県社会福祉協議会に対して助言や情報共有の場への参加を求め、支援の質の向上に努めるもの

とする。

オ 市社会福祉協議会は、救援本部等を設置し、市災害対策本部との連携のもとに、ボランティアの

受入れを行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

244 第４１節 災害救助法の適用

第１ 基本方針

市の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合（被害のおそれがある場合を含

む。）に、災害救助法を適用し、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし市長は、知事から委任された救助事務について

は、知事の補助機関として実施する。

第４１節 災害救助法の適用

第１ 基本方針

市の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救助法を適用し、被災者

の保護及び社会秩序の保全を図る。

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし市長は、知事から委任された救助事務について

は、知事の補助機関として実施する。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(災害救助法改正に

伴う修正)

246 第４２節 観光地の災害応急対策

第３ 活動の内容

１ 観光地での観光客の安全確保

（１）観光地での災害時の市、県、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備し、被害状況の把握、観光客

の保護、救助について迅速に対応する。

（２）観光地での災害時には、本計画における救助・救急計画に基づき、管轄警察署、医療機関と連携し

て、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に把握するものとす

る。

第４２節 観光地の災害応急対策

第３ 活動の内容

１ 観光地での観光客の安全確保

（１）観光地での災害発生時の市、県、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備し、被害状況の把握、観

光客の保護、救助について迅速に対応する。

（２）観光地での災害発生時には、本計画における救助・救急計画に基づき、管轄警察署、医療機関と連

携して、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に把握するもの

とする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)
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第４章 災害復旧計画

頁 新 旧 修正理由・備考

250 第２節 迅速な原状復旧の進め方

第３ 活動の内容

３ 職員派遣

（１）基本方針

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応にあたり、市のみでは、人員の確保が困難と

なる場合がある。

そのため、市は他の市町村や県に対し、災害の規模に応じ、職員の派遣要請等の必要な措置をと

るものとする。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職

員の健康管理やマスク着用等を徹底する。

第２節 迅速な原状復旧の進め方

第３ 活動の内容

３ 職員派遣

（１）基本方針

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応にあたり、市のみでは、人員の確保が困難と

なる場合がある。

そのため、市は他の市町村や県に対し、災害の規模に応じ、職員の派遣要請等の必要な措置をと

るものとする。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)

256 第５節 被災者等の生活再建等の支援

第１ 基本方針

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般にわた

る救済措置を講ずることにより生活の確保を図る。

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のため

の仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、

心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。

さらに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、見守

り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援

制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。

第５節 被災者等の生活再建等の支援

第１ 基本方針

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般にわた

る救済措置を講ずることにより生活の確保を図る。

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のため

の仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、

心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。

国の防災基本計画、

長野県地域防災計

画に合わせて修正

(文言の追加・修正)


